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グローバルエイジングの多様性

Diversity of global aging

渡邉 大輔＊
Daisuke Watanabe

Abstract

This paper aims to delineate the social transformation termed "Global Aging." 

Firstly, I discuss the overall picture of global aging with demographics and 

industrial structures, pointing out that the experience of aging worldwide is 

diverse and may differ significantly from the experience observed in Western 

countries.

Next, using data from the International Social Survey Program (ISSP), Research  

of Government module, we analyze whether the Western experience of ensuring 

security in old age predominantly by the state is also observed in the current 

aging world. The results indicate that the impact of global aging on awareness 

in the later stages of life is varied. There is an increasing expectation from the 

government during the early to mid-stages of aging (when the aging rate is 

approximately 7-15%). As aging progresses, these expectations shift, suggesting 

a potential increase in neoliberal self-responsibility ideologies.

Based on these 昀椀ndings, the experience of global aging cannot be fully understood  
solely through the lens of Western experiences, which have been considered 

benchmarks. There is a need to establish new, diverse portrayals of older people.

＊ 成蹊大学文学部　Faculty of Humanities, Seikei University

  本研究は成蹊大学アジア太平洋研究センター共同研究プロジェクト「グローバルエイジングとライフ
コース変容：福祉国家形成と展開の社会学的分析」（2018～2020年度、代表者：渡邉大輔）の成果の一
部である。

Ⅰ．グローバルエイジングの時代

　本稿の目的は、グローバルエイジングと呼ばれる世界的な高齢化の状況を素描するとともに、
その高齢化が多様化しているという点を踏まえてその多様な高齢化の影響をライフコース後期へ
の意識についての国際比較を通して論じることにある。

１．世界全体における高齢化の現状
　日本において高齢化が進展していることは周知の事実である。日本の高齢化率（全人口に占め
る65歳以上の人口の比率）は2024年10月1日現在で29.3%となり過去最高となっている。さら
に少子高齢化が急速に進む日本においては、2070年には総人口が9,000万人を割り込むととも
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に、高齢化率は38.7%に達すると予測されている（国立社会保障・人口問題研究所 , 2023）。こ
れは後述するように少子化と長寿化が同時に進行するためである。そしてこの人口高齢化は日本
だけではなく、世界においてもおきる。
　世界の人口高齢化は急速に、そしてほとんどの地域において進行している。国連が2023年に
刊行した報告書では、世界において65歳以上である高齢者の人口が2倍になり、2021年には
10人に1人が高齢者であったものが、2060年には6人に1人が高齢者になると予測されている
（United Nations, 2023）。
　図1には世界全体における1950年以降の高齢化率の推移を実績値と推計値で示した。ここか
らは、高齢化のトレンドが21世紀になって変化していることが読み取れる。1950年の世界の高
齢化率は5％程度であり、2000年には6.9%へと上昇している。とはいえ、50年での変化は2ポ
イント弱であった。これが、2020年には9.4%になっており、2000年から2020年までの20年間
だけでも2.4ポイント上昇している。さらにこの高齢化のスピードは加速すると予想されており、
2060年には18.7%に達すると推計されている。

２．地域別に見た高齢化の現状
　この人口構造の変化は世界全体で均等に起きるわけではない。図2には世界の地域別の高齢化
率の推移を実績値と推計値で示した。図2からは、世界のすべての地域において高齢化が進むと
ともに、そのスピードが異なるとともに、2060年には世界の地域が大きく三極化することが読
み取れる。
　日本を含む東アジア・東南アジアは、地域別でみると 2020年では 3番目に位置しているが
2060年には最も高齢化が進む地域となる。次いで、ヨーロッパ・北アメリカ、オーストラリ
ア・ニュージーランドがいずれも高齢化率が25～30%となると推計されている。これらの地域

図1　世界の高齢化率の推移と推計

Source: United Nations, 2024, UN Population Division Data Portal より作成 
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は、東南アジアを除いていわゆる先進国と呼ばれる国が多く存在する地域である。とくに東アジ
ア・東南アジアの傾きが大きく、急速に高齢化が進んでいることがわかる。
　次に中央アジア・南アジアと北アフリカ・西アジアが先ほどの3地域に大きく差を空けられ
て続いている。この両地域は2020年の高齢化率はそれぞれ6.2%、5.3%であるが、2060年には
17.2%、15.0%といずれも10ポイント前後上昇し、急速な高齢化が始まることが予想されてい
る。これらの地域には最大の人口を持つインドやサウジアラビアなどの産油国などが含まれ、ま
た、イスラームが主要な宗教となっている国も多く含まれている。しばしばイスラームは子ども
が多く少子化が起きていないと指摘されることもあるが、実際には出生率はすでに低下しはじめ
ている。高齢化は宗教によってそのスピードの違いはあれども、基本的にすべての文化圏におい
て起きている現象である（Kalache, Barreto, and Keller, 2005）。
　最後に最も高齢化が緩やかに進む地域がオセアニアとサブ・サハラアフリカである。これらは
2020年時点で3.8%、3.1%と高齢化率は非常に低く、2060年時点でも10.0%、5.9%である。と
くに島嶼が多く工業化が困難なオセアニアや後発国を多く抱えるサブ・サハラアフリカである
が、やはり2030年以降には次第に高齢化が進むことが予測されている。ただしそのスピードは
他の地域に比べて緩やかである。

３．グローバルエイジングがおきる要因
　それではなぜグローバルエイジングが起きるのだろうか。この要因は人口構造の規定因が変化
することにある（Messkoub and Mehri, 2019）。大きく2つの要因があり、一つは出生力の低下、
もう一つが死亡率の低下と平均余命の伸長としての長寿化である。この両者はタイムラグがあり
ながらも同時に起きることによって各国の人口は高齢化してゆく。図3に示したように、全人口
に占める14歳以下の人口を意味する年少人口率の推移からは、出生力の低下による年少人口率
が地域ごとで異なっており、その減少のスピードも異なることがわかる。

図2　世界の地域別高齢化率の推移と推計

Source: United Nations, 2024, UN Population Division Data Portal より作成 
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　ただしアフリカなどグローバルサウスの国においては、産業構造転換の途上にあり第1次産業
が中心となっていることや慣習的、宗教的な影響もあり出生率はまだあまり下がっていない。そ
のため、長寿化の影響によって死亡率は他の地域並みになっているものの、出生率が低下してい
ないため高齢化のスピードは非常に遅くなっている（早瀬 , 1999）。
　以上からわかるように、全世界的に死亡率が低下することで世界は高齢化し、21世紀はまさ
にグローバルエイジングの時代に突入している。ただしその現状は地域ごとで異なっており、3

極化するような状況が起きているのである。

Ⅱ．高齢化のスピードと産業構造転換の関係の変化

　グローバルエイジングを考えるうえで、前節では地域レベルにおける高齢化の違いについて言
及したが、さらに重要な点として国レベルにおける高齢化のスピードが違うことで、各国が経験
する高齢化が質的に変化している点があげられる。
　そこで高齢化の速度についてまず検討したい。高齢化率は全人口に占める65歳以上の人口の
比率であったが、慣例的にこの値が7%を超えると高齢化社会（aging society）と呼ばれる。さ
らにこの7%を倍にした14%を超える社会を高齢社会（aged society）、3倍にした21%を超える
社会を超高齢社会（super aged society）と呼ぶ。14%を超えると高齢化の速度が加速すること
から、人口学的にも老年学的にもこの指標が最も適切な指標とは限らないが（嵯峨座 , 2012; 鈴
木 , 2019）、比較しやすいことからよくもちいられている指標である。
　表1にはこの高齢化率が7%から14%に倍化する、さらにその後21%まで3倍に上昇する期間
を国別に示した。なおこの表は2022年までの実績値をもとに作成しており、2022年以降は推測
値に基づいている。たとえば高齢化が最も早く始まった国であるフランスでは、1865年にすでに
高齢化率が7%に達している。それが14%になったのは1980年であり、じつに115年をかけて高
齢化社会から高齢社会に到達した。フランスほどではないが、スウェーデンやオーストラリア、

図3　世界の地域別年少人口率の推移と推計

Source: United Nations, 2024, UN Population Division Data Portal より作成 
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アメリカも7%から14%の変化は70年以上の時間をかけて起きており、やや短いイギリスでも43

年である。とくにオーストラリアとアメリカは移民を多く受け入れている国であることがこのス
ピードに影響している。これに対して日本はわずか24年で高齢化率が倍加しており、さらに韓
国、タイ、ベトナム、ブラジルといった経済発展が著しい発展途上国は20年前後で高齢化社会か
ら高齢社会に到達している。このように近代化を早くから経験したヨーロッパやアメリカの先進
国はゆっくりと高齢化を経験しており、これに対して、日本や東南アジア、南米の発展途上国は
急速な高齢化を経験している。この背景には、高齢化の開始点が遅く公衆衛生環境の改善が整っ
ていること、また、出生率の低下が7％への到達とほぼ同時に起きている点などが指摘できる。
　次に 14%から 21%への変化についても検討したい。フランス、スウェーデン、イギリスは 

40～55年という時間をかけて変化を経験している。これに対して、高齢化社会から高齢社会へ
の変化はほぼ同様であったオーストラリアとアメリカは20年前後となっている。これは、オー
ストラリアとアメリカが14%を超えた時期が2012年、2014年と比較的最近であり、公衆衛生
環境の向上による長寿化とともに、先進国の少子化（とくに出生率の低下の加速）の影響がある
ことが影響している。つまり、最近になるほど欧米においても高齢化の速度が加速している。し
かしそれ以上に日本、韓国、タイは急速な高齢化を経験している、ないし、経験すると予測さ
れている。14%から21%への変化はわずか10年前後であり、アメリカやオーストラリアと比べ
ての半分の期間で7ポイントもの高齢化率の上昇となっている。これは3国とも未婚化や晩婚化
によって出生率が急速に低下し日本とタイは合計特殊出生率が1.3、韓国は1以下という状況と
なっており、若年人口の急速な減少によって相対的に高齢化が起きているという側面も大きい。
なお、アジアのなかでもベトナムは日本、韓国、タイほどの状況にはない。
　またナイジェリアは2060年でもまだ高齢化率は5％と推計されており、高齢化率は上昇して
いるものの、他国に比べて圧倒的に若い国となることが予想されている。これは平均余命の短さ
と出生率の高さによるものである。

　　　 表1　 高齢化率が7%から14%に、14%から21%に移行するまでの年数、および、 
2021年の第1次産業従事者比率

国名 7%→14%までの年数**  14%→21%までの年数* 
第 1次産業従事

者比率(2021) 

フランス 115 (1865-1980) 

82 (1890-1972) 

46 (1928-1974) 

73 (1938-2012) 

70 (1944-2014) 

24 (1970-1994) 

18 (2001-2018) 

17 (2005-2021) 

21 (2016-2036) 

21 (2011-2032) 

40 (1981-2020) 

55 (1973-2027) 

53 (1976-2028) 

24 (2013-2036) 

18 (2015-2032) 

11 (1995-2006) 

8 (2019-2026) 

9 (2022-2030) 

17 (2037-2053) 

2.4% 

スウェーデン

イギリス

オーストラリア

アメリカ

日本

韓国

タイ

ベトナム

ブラジル

1.9% 

1.0% 

2.4% 

1.6% 

3.1% 

5.3% 

31.9% 

26.7% 

*カッコ内は西暦

Source: United Nations, 2009, World Population 2008; United Nations, 2024, UN 

Population Division Data Portal; United Nations, 2024, ILOSTAT より作成 

-- 9.6%

- 38.6%ナイジェリア ※2060年に 5.0%と推計
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　このようにみてみると、高齢化のスピードは国ごとで大きく異なっている。同じ先進国であっ
てもオーストラリアやアメリカと日本が大きく異なり、東南アジアでもタイとベトナムでは14%

から21%への変化に違いがあるように、基本的にはどの国も高齢化するものの、その高齢化のあ 

り方には多様性があることがわかる。それではこの多様性をもたらしている要因は何であろうか。 
もちろん、政治状況や紛争の有無なども大きく影響しているが、産業構造もまた重要である。
　先ほどの表1には2021年の全就業者に占める第1次産業従事者比率を併せて掲載している。第
1次産業従事者の比率は、産業構造が農林漁業などの自営業が多くを占める第1次産業を中心と
したものであるか、工業やサービス業などの雇用労働が中心となるかを示した指標である。この
指標を先ほどの高齢化のスピードと合わせてみると、東南アジアにおける高齢化の特異性がみて
とれる。
　日本や韓国を含め、先進国の第1次産業従事者比率は低く1桁前半である。これに対してタイ、 
ベトナムは2021年の段階でも31.9%、26.7%と第1次産業が盛んである。これは農業国であると 

ともに、国内の産業構造の転換が進んでいないことを意味する。そしてこのことはグローバル 

エイジングの多様性を考えるうえで非常に重要なポイントとなる。
　高齢期（old age）という概念は古代よりあるが、近代的な高齢期とは雇用労働を前提とした
社会において、定年等によって労働市場から半ば強制的に退場させられた脱労働力化された存
在であり、それであるがゆえに家族による扶養や年金等の社会保障制度に依存する形で生存を
保障された存在として規定されてきた（Thane, 2005; Phillipson, 1998; 天田 , 2011）。エスピ
ン=アンデルセンは、産業社会において国家、家族、市場のそれぞれが福祉供給において果たす
役割の程度の違いによって福祉資本主義社会を複数のレジームに分ける福祉レジーム論を提唱
した（Esping-Andersen, 1990）。高齢化が進む社会においては、福祉国家による対応が当初と
られてきたものの、1980年代後半以降、西欧社会においては福祉国家の見直しがすすんでいる
（Pierson, 2006）。だがその前提条件は、産業構造転換が進むことで、高齢者が脱労働力化され
るというものである。
　しかし本稿で議論したように、世界の高齢化を考えるうえでは、産業構造転換のあとに高齢化
が起きるとは限らず、産業構造転換の途上においても高齢化という現象を経験する可能性があ
る。そこで、高齢化率の異なる国を比較することを通して、高齢期というライフコース後期の生
活をどう考えているかについて検証する。

Ⅲ．ライフコースにおける高齢期のリスクは政府が支えるべきなのか

１．データ：国際比較調査ISSP
　この節では、グローバルエイジングがもたらす各国におけるライフコースの後半に当たる高齢
者の生活をだれがどのように支えるのかという意識について、とくに高齢者の生活を政府が支え
るべきか、そして、高齢者の年金を増やすべきかという論点に絞って検討する。これは、高齢化
と産業構造転換が進むにつれて高齢期の生活保障を国家が中心に行ってきた西欧的経験が、現在
の高齢化が進みつつある世界においても同様にみられるかを記述的に検証するためである。
　データとして、ISSP（International Social Survey Programme）の「政府の役割（Role of 

Government）」調査（以下、ISSP RoG）の1996年以降の3回の調査をもちいる。ISSPは大規
模な国際比較調査であるが、各調査回においてモジュールと呼ばれる個別テーマを設定してい
る。ISSP RoGはそのモジュールの一つであり、1985、1990、1996、2006、2016年に実施され
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ており（詳細は Edlund and Lindh 2019）、日本はNHK放送文化研究所が主体となって1996年 

より各回に参加している（村田 , 2019）。本稿ではこの調査のうち日本が参加している1996年以 

降の3回の調査を取り上げ、そのすべてに参加し、かつ取り上げる項目をすべての調査回に盛り
込んでいる17か国を対象とする。具体的には2016年時点での高齢化率が低い順に、イスラエル、 
ロシア、アメリカ、ニュージーランド、オーストラリア、ノルウェー、イギリス、スイス、スロ
ベニア、ハンガリー、チェコ、スペイン、フランス、スウェーデン、ラトビア、ドイツ、日本で
ある。対象は表2にまとめた。

２．変数と分析モデル
　従属変数としてライフコース後期にあたる高齢期をどのように過ごすかという点を、高齢者の
生活への政府役割意識、年金に対する政府支出意識の2つの変数をもちいて分析する。高齢者の
生活への政府役割意識は、「高齢者がそれなりの生活水準を維持できるようにすること」という
項目に対して、「政府の責任である」「どちらかといえば政府の責任である」「どちらかといえば
政府の責任でない」「政府の責任でない」という4つの選択肢に対して4～1点を割り当てた。年
金に対する政府支出意識は、「高齢者の年金」に対して政府支出を「今より増やすべきだ」「どち
らかといえば今より増やすべきだ」「今と同じくらいがよい」「どちらかといえば今より減らすべ
きだ」「今より減らすべきだ」という5つの選択肢に対して2、1、0、-1、-2点を割り当てた。
　分析は記述的におこなう。まず記述統計を示し、続いて各国の各調査年の高齢化率との関係を
散布図によって可視化した。

表2　ISSP RoGの分析対象国と分析年の各国の高齢化率

国名 略記 1996 2006 2016

IL-Jews 10.0% 10.1% 11.1%

RU 12.1% 14.0% 13.9%

US 12.6% 12.4% 14.7%

NZ 11.5% 12.2% 14.7%

AU 12.0% 13.0% 15.2%

NO 15.8% 14.7% 16.5%

GB-GBN 15.8% 15.8% 18.0%

CH 14.8% 16.0% 18.0%

SI 12.5% 15.5% 18.3%

HU 14.4% 15.7% 18.5%

CZ 13.3% 14.3% 18.6%

ES 15.6% 16.6% 18.8%

FR 15.5% 16.6% 19.5%

SE 17.5% 17.3% 19.7%

LV 13.7% 17.7% 20.2%

DE 15.6% 19.6% 21.1%

JP 15.5% 21.3% 27.9%

注：2016 年時点での高齢化率で並べ替えている

Sourc e : ISSP RoG,  1996; 2006; 2016 より作成

イスラエル

ロシア

アメリカ

ニュージーランド

オーストラリア

ノルウェー

イギリス

スイス

スロベニア

ハンガリー

チェコ

スペイン

フランス

スウェーデン

ラトビア

ドイツ

日本
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３．分析結果
　まず高齢者の生活への政府役割意識についてみてみたい。図4にその結果を示した。この結 

果からは、全体としては国ごとの違いはそこまで大きくないことがわかる。平均値はおおよそ 

2.8～2.9であり、やや調査年ごとの全体の違いはそこまで大きくない。すなわち全体としては若
干ではあるが高齢者がそれなりの生活水準を得ることができるためには政府に責任があると考え
ている傾向にある。
　しかし、国ごとに見ると、その値が変化していること、とくにドイツとアメリカを例外とし
て、全体としてはやや減少傾向か維持傾向にある。アメリカは2016年に、ドイツは1996年から
2006年、2016年と連続して上昇している。ドイツはEU統合以降経済状況が回復傾向にあるこ
とからこのような結果となった可能性がある。

　次に、年金に対する政府支出意識についても同様の分析をおこなった結果が図5である。年金
に対する政府支出意識は0であれば現状維持であり、すべてが0以上であることから基本的には
政府支出を増やすべきであるという意見がすべての国において共通している。しかしその程度は
やや異なっており、ニュージーランド、イギリス、ハンガリー、日本は比較的高いが、イスラエ
ル、オーストラリア、ノルウェー、スペインなどは低い。ただし、ノルウェーは充実した福祉国
家であり年金水準も高いことからこれ以上の高さは求めないという結果となっているかもしれな
い点には注意が必要である。
　また、変化を見ると、あまり変化しなかったハンガリーを除き、政府支出を増やすべきとして
いたニュージーランド、イギリス、日本は少しずつ減少している。また、イスラエルも大きく減
少している。
　これらの結果がその国の高齢化といかなる関係にあるかを散布図に示したものが図6、図7で
ある。これらの図は横軸が高齢化率、縦軸がそれぞれの意識項目への回答の平均値を示してい
る。いずれもやや複雑な図となっているが、まず注目したい点は国ごとにその位置が大きく変化

図4　高齢者の生活への政府役割意識の国別、調査年別平均
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Source: ISSP RoG, 1996; 2006; 2016より作成 
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し、それは高齢化による変化だけではないことである。図の最も左側で特徴的な動きをしている
国はイスラエルである。イスラエルは1996年から2016年までの20年間で、高齢化はほとんど
進んでいない。イスラエルは先進国の中でも飛びぬけて高い出生率（2015年で3.1）を誇る。そ
のため、平均余命の伸長による高齢者数の増加は起きているものの、高齢者の生活や年金は政府
による責任ではなく、それ以外の家族や市場を重視しているように変化していると解釈できる。
　次に高齢化率が10～15%の範囲に注目したい。ここでは、ニュージーランドとロシアを除き、
多くの国において、高齢者の生活水準の維持についても、年金についても政府の役割を重視する
傾向にある。高齢化が進むことで、その負担を担う主体として政府がより重視されるのである。
　ところが、高齢化率が15%以上になるとその動きが複雑になる。高齢者の生活水準の維持に
ついては、比較的調査年ごとに上昇している国が多いものの、あまり変化していない国も多い。
これに対して年金については、政府の役割を重視するように変化した国とむしろ値が下がってい
る国が混在している。高齢者が増加することでその生活課題が浮き彫りになるとともに、年金制
度という再分配政策については社会保障費用負担の問題から、高齢化が進むことでむしろ政府へ
の期待が抑制的になる傾向があることがみてとれる。さらに、個々の国が置かれている経済状況
も異なる。とくにドイツやフランスなどEU諸国はユーロが統一していることから独自の為替政
策をとることができず、また、債務削減ルールによって赤字財政をとることが難しい。さらに
リーマンショック以降の緊縮財政の影響もあり、さらに新自由主義的な自己責任意識もあいまっ
て（McBride and Mitrea, 2017）、問題としての高齢者の生活水準と再分配への嫌悪としての年
金への不信という両義的な態度が起きていると考えられる。さらに日本のように高齢化率が非常
に高くなると、図には示していないが回答の分散がやや大きく、意見の相違が大きくなっている。
　図6，7の分析からは、世界的な高齢化がライフコース後期への意識に与える影響も多様となっ
ていること、しかし全体的にみると高齢化が進む初期から中期の時期（高齢化率が7～15%程度）
の時期は政府への期待を高めてゆくが、高齢化がさらに進展してゆくと政府への期待は多元化
し、むしろ新自由主義的な自己責任論が大きくなる可能性も示唆された。

図5　年金に対する政府支出意識の国別、調査年別平均
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図6　高齢化率と高齢者の生活への政府役割意識

図7　高齢化率と年金に対する政府支出意識

注：縦軸は上が政府の責任である、下が政府の責任ではない

Source: ISSP RoG, 1996; 2006; 2016;  Unite d Nations, 2024, UN

Population Division Data Porta lより作成 

注：縦軸は上が政府支出を増やすべき、下が政府支出を増やすべきではない

Source: ISSP RoG, 1996; 2006; 2016; Unite d Nations, 2024, UN 

Population Division Data Porta lより作成 
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Ⅳ. グローバルエイジングと新しい高齢者像にむけて

　本稿では、グローバルエイジングという経験が各国にもたらす影響について、その経験は多様
なものとなっているという点に注目して論じてきた。
　近代社会における高齢者像は、西洋の経験によって構築されてきた（Phillipson, 1998）。これ
は、産業構造転換によって雇用労働が中心となる社会において、労働市場や家族、国家が産業社
会に適合的な形を形成するに際して、周辺化された存在としての高齢者像が確立されたためであ
る。とくに、労働市場における人材供給を維持するための定年制の導入、脱労働力化された人間
の経済的補償をするための年金制度、核家族化の進展と成人子の離家規範の確立による高齢者の
み世帯の増加、そしてそのような周辺された存在への差別としてのエイジズムの構築などが指摘
できる。これらは、西洋が、そして日本が経験してきた産業構造の転換のあとに高齢化が進展す
るという経験を前提として形成された高齢者像である。
　しかし、本稿で論じたように今後多くの発展途上国が経験するのであろう高齢化という経験
は、西洋の経験と同じものとなるわけではない。むしろ、すでに高齢化しつつある国は、韓国の
ように極端に加速して経験するというパターンもあるが、逆にタイやベトナムのように産業構造
転換が進まない中での経験となることもある。とくに、今後アフリカや南アジアでの経験はこの
ような形となる可能性がある。このことは、今後の世界的な高齢化は、ライフコースや産業構造
転換の状況が異なる中で経験してゆくものとなるということである。またそのため、産業構造転
換を補完する機能を持った福祉国家建設の途上での高齢化となる可能性が高く、西洋先進国の経
験とは異なる高齢化経験となりうるだろう。そしてこのことは、現在の西洋中心的な高齢者像の
見直しをもたらす可能性を持つものとなる。
　ただしそれが高齢者個々人にとってよりよいものとなるかについてはまだ未知数である。その
ため、高齢者像の多様化と高齢者のウェルビーイングの関係を理論的かつ実証的に整理すること
が、今後のグローバルエイジングの時代を構想する上での重要な課題となる。本研究はその第一
歩となるものと考える。

利益相反について

　本論文に関して、開示すべき利益相反関連事項はない。
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グローバルエイジングと自己責任意識

Global aging and self-responsibility

川端 健嗣＊, 渡邉 大輔†
Kenji Kawabata and Daisuke Watanabe

Abstract

The aim of this paper is to examine changes in people's sense of responsibility 

attribution in a society that is becoming increasingly individualized and aging. To  

this end, we analyze how differences in the degree of aging progression at multiple  

points in time in countries with varying levels of aging affect individuals' sense 

of self-responsibility. Using data from the World Values Survey, we analyzed 

145,264 individuals from 16 countries. The sense of self-responsibility for life was 

used as the dependent variable, and a three-level hierarchical linear model was 

employed for veri昀椀cation.
As a result, changes in the macro-level aging rate at the national level were 

found to in昀氀uence individuals' sense of self-responsibility for life, accounting for  
more of the variance in this sense than factors such as age, birth cohort, or survey  

year. These 昀椀ndings provide valuable evidence for the theoretical examination of 
the social changes brought about by individualization.

＊ 東京大学人文社会系研究科　Graduate School of Humanities and Sociology, The University of Tokyo
† 成蹊大学文学部　Faculty of Humanities, Seikei University

  本研究は成蹊大学アジア太平洋研究センター共同研究プロジェクト「グローバルエイジングとライフ
コース変容：福祉国家形成と展開の社会学的分析」（2018～2020年度、代表者：渡邉大輔）の成果の一
部である。

Ⅰ．問題の所在と問い

１．個人化の進展および個人問題と社会問題の弁別
　現代社会において、社会問題と個人問題の境界線が曖昧化している。この境界線の曖昧化を社
会学は「個人化」の趨勢においてとらえてきた。
　身分制や階級制のように、人々の人生が生得的に外部から制約されているのではなく、個人の
選択や決定に左右されるようになった社会変化をドイツの社会学者Ulrich Beckは、社会的不平
等の「個人化（Individualisierung）」（Beck, 1986=1998: 266）と呼ぶ。また、ライフコースの
個人化論を展開したMartin Kohliは、かつて「死」はどの年齢においても生じうる出来事であっ
たが、「歴史的な過程において死はより高い年齢に集中した」（Kohli, 1985: 5）と論じる。
　長期間を見込むことのできる人生が、個人の選択や決定に開かれることにより、人々の被る不
利益や困窮は、集団の責任帰属から個人の責任帰属へと変わる。したがってMonika Wohlrab-
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Sahrは、個人化を「社会的な帰責様式の変化」（Wohlrab-Sahr, 1997: 28）と定義した。
　しかし、個人が直面する不利益や困窮は決して個人の選択や決定にのみ帰責できるものではな
い。個人の選択や決定の管轄外にある制度や集団的な環境要因によってもたらされている問題で
もある。すなわち、人々が直面する不利益や困窮は、個人の問題であると同時に集団的な社会問
題でもある。
　では、現代の高齢化した社会において、人々は人生で被る不利益や困窮等を、誰の責任の問題
としてとらえているのであろうか。すなわち、近代社会における個人化および高齢化の趨勢のも
とで、実際に理論が想定するような「社会的な帰責様式の変化」は生じているのであろうか。

２．本稿の目的と問い
　本稿は高齢化が人々の責任帰属意識に与える影響を実証的に明らかにすることを通して、現代
社会における人々の社会問題と個人問題の線引きがいかなる形で為されているかを解明すること
を目的とする。
　本稿はこの分析を世界的な高齢化の趨勢のもとで検討する。そのため、高齢化の程度が異なる
国ごとに、高齢化の複数時点の進展度合いの違いが自己責任意識にどのような影響を与えている
のかを分析する。これは、世界的な高齢化の影響を国レベルの相違を踏まえて検討するために
は、1時点の高齢化の影響のみならず、高齢化の程度が異なる各国「間（inter）」の違いと共に、
高齢化の時系列の進展度合いという各国「内（inner）」の違いが責任帰属意識に与える影響とい
う2つの次元を同時に分析する必要があることに拠る。

Ⅱ．データと変数

１．データ：世界価値観調査
　データとして、「世界価値観調査（World Values Survey: WVS）」をもちいる。この調査は、
世界中の国や地域に住む人々の社会的、政治的、文化的な意識のあり方をアンケート方式によっ
て定期的に測定する世界規模のプロジェクトである。第1回調査となるW1（以降、第1回調査は
W1、第2回調査はW2などと表記する）は1981～1984年にアメリカなど24か国で実施された。
W2は1990～1994年に日本を含む43か国で実施され、これ以降、おおむね5年ごとに調査が実
施されている。公開されている最新データとなるW7は2017～2021年に92か国で実施され、13

万人以上の回答を得ている。
　世界価値観調査の特徴は、大規模かつさまざまな社会意識調査を調査回ごとに参加国・地域に
おいて同一の質問を用いて行い、さらにWVSのサイトを通して個票データを入手して分析でき
ることにある（World Values Survey, 2024）。とくに意識項目に自己責任意識を測定する項目が
あることから、本研究にとって適切なデータセットとなる。本研究では、高齢化の程度の異なる
国ごとに、その国の高齢化のあり方が自己責任意識に及ぼす影響を考察することから、世界価値
観調査をもちいた分析をおこなう。なお、同調査の日本語での詳細は山﨑（2022）に詳しい。
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２．分析対象
　分析対象は、世界価値観調査の1991～94年に実施されたW2から最新となる2017～2021年に
実施されたW7までの計6回の調査において、次項で説明する生活への自己責任意識についての
設問を含んだ調査が5回以上されている16か国とした。生活への自己責任意識についての設問
は従属変数となるため必ず含んでいる必要があることから、それを前提条件とする。W1を含ま
ない理由は参加国数が少ないためであり、反対に6回すべてを対象とした場合には該当はわずか
8か国のみとなり、高齢化率の分散が小さく高齢化している国と高齢化していない国と中間の国
をバランスよく対象に入れることが困難となることからこの選定基準をもちいた。国によってや
や年齢基準は異なるものの成人の男女145,264人が分析対象となる。
　対象となる国を表1にまとめた。最新の第7回調査はまだ集計中であるため未調査の国が多く
なっている。また図1には対象国の全人口に占める65歳以上人口の比率を示す高齢化の推移を
図示した。この図からは、W2となる1991～1994年からW7となる2017～2021年まで、日本や
スウェーデン、スペインなどは急速に高齢化が進んでいることがわかる。アメリカ、ロシア、韓
国、チリはW2では高齢化率が5％前後であったものの、W7では10～15%まで20年で急速な高
齢化が始まっていることがわかる。なおアルゼンチンは例外的でありW2の時点で8.6%とやや
高い。ペルー、トルコ、メキシコ、南アフリカ、インドは高齢化率がW2からW7に至るまでに
若干上昇しているものの7～8%であり高齢化が始まりつつある段階である。またナイジェリア
の高齢化率は全期間を通じて低く3％程度である。このように、前章の渡邉論文でも指摘されて
いるように、世界的な高齢化、すなわちグローバルエイジングは始まっているものの、各国の高
齢化の程度やそのスピードは異なっている。そのため、階層線型モデルをもちいることで国によ
る影響と調査年による高齢化のあり方の2つの次元を区別して分析する。

表1　分析対象国

国名 略記 対象者数 未調査回

ナイジェリア NIG 8,015 W5 

インド

南アフリカ

IND 12,621 W7 

SAF 15,190 W7 

メキシコ MEX 9,877 なし

TUR 11,704 なし

PER 6,822 W2 

BRA 7,673 W4 

CHN 10,827 なし

CHL 6,700 なし

ARG 6,396 なし

ROK 7,345 なし

RUS 10,344 W4 

USA 10,658 なし

SPN 6,319 W7 

SWD 6,454 W7 

JPN 8,319 なし

Source : 世界価値観調査より作成 

トルコ

ペルー

ブラジル

中国

チリ

アルジェリア

韓国

ロシア

アメリカ

スペイン

スウェーデン

日本
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３．変数
　本研究の従属変数は自己責任意識である。具体的には、生活への自己責任意識として、「国民
が皆安心して暮らせるように国はもっと責任を持つべきだ」という意見と「自分のことは自分で
面倒を見るよう個人がもっと責任を持つべきだ」という意見のいずれかに自分の意識が近いかと
いう設問をもちいる。前者に一番近い場合を1点、後者に一番近い場合を10点とした10段階で
測定しており、値が小さいほど政府の責任を重視し、値が大きいほど自己責任を重視しているも
のとみなす。
　次に、独立変数として各国の調査時点での高齢化率をもちいる。世界価値観調査は各調査回が
複数年にわたるが、各国の調査年は1年のため調査年を特定したうえで、国連の人口統計である 

World Population Prospect 2024 から高齢化率を計算した（United Nations, 2024）。
　統制変数は、性別、年齢（10歳刻みで6カテゴリとし、24歳以下を参照カテゴリとする）、出
生年コーホート（6カテゴリとし、1919年以前生まれを参照カテゴリとする）、婚姻状況（既婚、
離死別、未婚の3カテゴリとし、既婚を参照カテゴリとする）、従業上の地位（正規、非正規、
自営、無職の4カテゴリとし、正規を参照カテゴリとする）、収入の高低（世帯収入が各国、各
時点で上位10区分のどこに当てはまるかを下位1から上位10で選択したものであり量的変数と
みなす）をもちいた。
　これらの統制変数をもちいた理由は、性別、年齢といった基礎的な要素を統制するとともに、
家族状況、就業状況、および、経済状況を踏まえてなお高齢化の効果が生活への自己責任意識に
影響をもたらすかを明らかにするためである。
　もちいる変数の記述統計は表2に示した。なお多変量解析では表2でN/Aと記載した無回答な

図1　分析対象国の調査対象回ごとの高齢化率の推移

注：未調査回の国については表示されていない

Source: United Nations, 2024, World Population Prospects  より作成 
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どの欠損値があるケースをリストワイズ削除して分析しているが、国によって欠損の状況が異な
るため表2では欠損値を含めて記載した。

４．分析モデル
　分析は、まず分析①として日本のみでの分析をおこない、次に分析②として16か国全体での分
析をおこなった。まず高齢化が急速に進む日本のみについて、記述統計を確認したうえで、階層
線型モデルによる分析をおこなった。モデルとしてはモデル1に統制変数のみをOLS（Ordinary 

Least Squares、最小二乗法）で分析したもの、モデル2にモデル1に調査年を加えたもの、モ
デル3に調査年をレベル2変数としたランダム切片モデルによる階層線型モデルを、モデル4に
モデル3に独立変数である調査時の高齢化率を投入したモデルについて分析し、AIC（Akaike's 

Information Criterion）をもちいてモデル比較を行った。
　次に16か国全体の傾向を検討するため、国をレベル3、調査年をレベル2とした階層線型モデ 

ルをもちいた。具体的には、レベル3の階層線型モデルをもちいるべきか否かを検討するために、
モデル1として統制変数のみを投入したOLSを、モデル2として国をレベル2変数として調査年
は考慮しないレベル2の階層線型モデルを、モデル3としてモデル2に独立変数である調査時の
高齢化率を投入したモデルを、モデル4として国をレベル3、調査年をレベル2としたレベル3階
層線型モデルを、モデル5としてモデル4に調査時の高齢化率を投入したモデルをもちいた。こ
れは国と調査年に回答者がネストされているという構造を想定した分析モデルであり、概念的に
は図2のようになる。また日本のみの分析はこの国1以下の部分だけをイメージすればよい。

Ⅲ．分析結果と解釈

１．分析①：日本における生活への自己責任意識の分析
　まず高齢化が急速かつ、世界の中でも最も早く進んでいる国の一つである日本に注目して分析
をおこなう。調査対象年である1990年代前半から2020年ころまでは、日本が高齢化社会から高
齢社会、超高齢社会へと至るまでであるとともに、年金だけでなく介護保険制度や後期高齢者医
療制度など高齢者への社会保障制度が充実してきた時期でもある。
　このような変化のなかでの生活への自己責任意識を年齢階級別に調査回の変化を示したものが

図2　3レベル階層線型モデルのイメージ

対象
全体

・・・・・・・レベル3：国

レベル2：
調査年
(高齢化率)

レベル1：
個人(属性)

国1

・・・ W7

・・・

W2

・・・

国2

・・・ W7

・・・

W2

・・・

国16

・・・ W7

・・・

W2

・・・
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　表2　もちいる変数の記述統計
ナイジェリア インド 南アフリカ メキシコ トルコ ペルー ブラジル 中国 チリ アルゼンチン 韓国 ロシア アメリカ スペイン スウェーデン 日本

NIG

N = 8,015

IND

N = 12,621

SAF

N = 15,190

MEX

N = 9,877

TUR

N = 11,704

PER

N = 6,822

BRA

N = 7,673

調査回

    W2(1989-93) 1,001 (12%) 2,500 (20%) 2,736 (18%) 1,531 (16%) 1,030 (8.8%) 0 (0%) 1,782 (23%)

    W3(1994-98) 1,996 (25%) 2,040 (16%) 2,935 (19%) 1,510 (15%) 1,907 (16%) 1,211 (18%) 1,143 (15%)

    W4(1999-2004) 2,022 (25%) 2,002 (16%) 3,000 (20%) 1,535 (16%) 3,401 (29%) 1,501 (22%) 0 (0%)

    W5(2005-09) 0 (0%) 2,001 (16%) 2,988 (20%) 1,560 (16%) 1,346 (12%) 1,500 (22%) 1,500 (20%)

    W6(2010-14) 1,759 (22%) 4,078 (32%) 3,531 (23%) 2,000 (20%) 1,605 (14%) 1,210 (18%) 1,486 (19%)

    W7(2017-22) 1,237 (15%) 0 (0%) 0 (0%) 1,741 (18%) 2,415 (21%) 1,400 (21%) 1,762 (23%)

年齢 32 (12) 39 (14) 38 (15) 38 (15) 37 (14) 38 (15) 40 (16)

N/A 27 35 13 6 24 0 2

年齢階級

    <25 2,341 (29%) 1,802 (14%) 3,363 (22%) 2,199 (22%) 2,343 (20%) 1,581 (23%) 1,533 (20%)

    25-34 3,087 (39%) 3,585 (28%) 3,862 (25%) 2,689 (27%) 3,236 (28%) 1,709 (25%) 1,569 (20%)

    35-44 1,480 (19%) 3,137 (25%) 3,305 (22%) 1,910 (19%) 2,712 (23%) 1,453 (21%) 1,592 (21%)

    45-54 667 (8.4%) 2,030 (16%) 2,152 (14%) 1,478 (15%) 1,710 (15%) 1,068 (16%) 1,282 (17%)

    55-64 261 (3.3%) 1,180 (9.4%) 1,646 (11%) 901 (9.1%) 1,189 (10%) 641 (9.4%) 1,113 (15%)

    65+ 152 (1.9%) 852 (6.8%) 849 (5.6%) 694 (7.0%) 490 (4.2%) 370 (5.4%) 582 (7.6%)

N/A 27 35 13 6 24 0 2

出生コーホート

    <1919 25 (0.3%) 47 (0.4%) 113 (0.7%) 24 (0.2%) 26 (0.2%) 1 (<0.1%) 0 (0%)

    1920-1944 297 (3.7%) 1,484 (12%) 2,295 (15%) 1,104 (11%) 1,055 (9.0%) 508 (7.4%) 913 (12%)

    1945-1959 1,211 (15%) 3,120 (25%) 3,442 (23%) 1,936 (20%) 2,092 (18%) 1,316 (19%) 1,889 (25%)

    1960-1974 3,123 (39%) 4,924 (39%) 4,962 (33%) 3,540 (36%) 4,366 (37%) 2,224 (33%) 2,516 (33%)

    1975-1989 2,353 (29%) 2,782 (22%) 3,619 (24%) 2,528 (26%) 3,288 (28%) 2,184 (32%) 1,710 (22%)

    1990-2004 979 (12%) 229 (1.8%) 746 (4.9%) 739 (7.5%) 853 (7.3%) 589 (8.6%) 643 (8.4%)

N/A 27 35 13 6 24 0 2

性別

男性 4,157 (52%) 7,021 (56%) 7,471 (49%) 4,975 (50%) 5,834 (50%) 3,375 (49%) 3,444 (45%)

女性 3,858 (48%) 5,594 (44%) 7,719 (51%) 4,880 (50%) 5,870 (50%) 3,447 (51%) 4,229 (55%)

N/A 0 6 0 22 0 0 0

配偶状況

既婚 4,389 (55%) 10,279 (81%) 8,214 (54%) 6,491 (66%) 8,006 (69%) 4,377 (64%) 4,731 (62%)

離死別 215 (2.7%) 479 (3.8%) 1,273 (8.4%) 729 (7.4%) 579 (5.0%) 286 (4.2%) 746 (9.7%)

未婚 3,407 (43%) 1,862 (15%) 5,690 (37%) 2,640 (27%) 3,088 (26%) 2,152 (32%) 2,185 (29%)

N/A 4 1 13 17 31 7 11

学歴

中学 2,074 (26%) 5,230 (42%) 3,283 (22%) 2,745 (33%) 5,820 (51%) 1,365 (20%) 3,006 (39%)

高校 3,627 (45%) 4,029 (32%) 8,239 (54%) 3,681 (44%) 3,195 (28%) 3,282 (48%) 3,473 (46%)

高等教育 2,281 (29%) 3,308 (26%) 3,605 (24%) 1,888 (23%) 2,335 (21%) 2,169 (32%) 1,149 (15%)

N/A 33 54 63 1,563 354 6 45

従業上の地位

正規 1,349 (17%) 2,727 (22%) 5,188 (34%) 3,118 (32%) 3,259 (28%) 1,561 (23%) 2,455 (32%)

非正規 541 (6.8%) 926 (7.5%) 1,031 (6.8%) 957 (9.8%) 637 (5.5%) 461 (6.8%) 574 (7.5%)

自営 2,806 (35%) 2,216 (18%) 732 (4.8%) 1,481 (15%) 1,384 (12%) 1,828 (27%) 1,004 (13%)

無職 3,286 (41%) 6,455 (52%) 8,174 (54%) 4,190 (43%) 6,271 (54%) 2,967 (44%) 3,586 (47%)

N/A 33 297 65 131 153 5 54

所得区分（国内） 5.13 (2.23) 4.05 (2.09) 4.64 (2.53) 4.22 (2.53) 4.24 (2.13) 3.77 (2.02) 3.59 (2.21)

N/A 525 664 1,459 832 419 345 312

意識：責任帰属 4.08 (2.99) 4.53 (3.32) 5.32 (3.15) 5.13 (3.24) 4.68 (3.01) 5.52 (3.09) 4.58 (3.35)

N/A 34 1,417 259 307 215 248 114

意識：収入の平等 4.18 (2.90) 6.86 (3.26) 5.40 (3.19) 5.29 (3.28) 6.26 (3.10) 4.27 (2.99) 5.53 (3.36)

N/A 65 1,475 280 295 208 178 169

意識：勤勉と成功 6.99 (3.04) 7.89 (2.77) 7.49 (2.80) 7.08 (2.99) 6.41 (3.01) 7.09 (2.80) 5.63 (3.51)

N/A 2,056 2,798 3,167 1,701 3,549 1,679 141

年少人口比 0.44 (0.01) 0.34 (0.03) 0.33 (0.04) 0.33 (0.04) 0.28 (0.04) 0.31 (0.04) 0.27 (0.05)

生産人口比 0.53 (0.01) 0.61 (0.03) 0.62 (0.03) 0.62 (0.03) 0.65 (0.03) 0.62 (0.02) 0.66 (0.04)

高齢化率 0.03 (0.00) 0.05 (0.00) 0.05 (0.00) 0.06 (0.01) 0.06 (0.01) 0.06 (0.02) 0.06 (0.02)

後期高齢化率 0.008 (0.000) 0.015 (0.002) 0.017 (0.003) 0.021 (0.004) 0.023 (0.005) 0.024 (0.009) 0.022 (0.008)

n (%); Mean (SD); N/Aは欠損値

世界価値観調査、 より作成
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ナイジェリア インド 南アフリカ メキシコ トルコ ペルー ブラジル 中国 チリ アルゼンチン 韓国 ロシア アメリカ スペイン スウェーデン 日本

CHN

N = 10,827

CHL

N = 6,700

ARG

N = 6,396

ROK

N = 7,345

RUS

N = 10,344

USA

N = 10,658

SPN

N = 6,319

SWD

N = 6,454

JPN

N = 8,319

調査回

) 1,000 (9.2%) 1,500 (22%) 1,002 (16%) 1,251 (17%) 1,961 (19%) 1,839 (17%) 1,510 (24%) 1,047 (16%) 1,011 (12%)

) 1,500 (14%) 1,000 (15%) 1,079 (17%) 1,249 (17%) 2,040 (20%) 1,542 (14%) 1,211 (19%) 1,009 (16%) 1,054 (13%)

%) 1,000 (9.2%) 1,200 (18%) 1,280 (20%) 1,200 (16%) 0 (0%) 1,200 (11%) 1,209 (19%) 1,015 (16%) 1,362 (16%)

) 1,991 (18%) 1,000 (15%) 1,002 (16%) 1,200 (16%) 2,033 (20%) 1,249 (12%) 1,200 (19%) 2,177 (34%) 1,096 (13%)

) 2,300 (21%) 1,000 (15%) 1,030 (16%) 1,200 (16%) 2,500 (24%) 2,232 (21%) 1,189 (19%) 1,206 (19%) 2,443 (29%)

) 3,036 (28%) 1,000 (15%) 1,003 (16%) 1,245 (17%) 1,810 (17%) 2,596 (24%) 0 (0%) 0 (0%) 1,353 (16%)

年齢 16) 43 (14) 42 (16) 43 (17) 41 (14) 44 (17) 46 (17) 46 (18) 46 (17) 49 (17)

2 0 0 0 3 2 23 0 54 8

年齢階級

) 1,229 (11%) 1,113 (17%) 1,141 (18%) 997 (14%) 1,375 (13%) 1,102 (10%) 912 (14%) 789 (12%) 684 (8.2%)

) 2,223 (21%) 1,494 (22%) 1,372 (21%) 1,848 (25%) 2,028 (20%) 2,104 (20%) 1,233 (20%) 1,066 (17%) 1,197 (14%)

) 2,538 (23%) 1,426 (21%) 1,134 (18%) 1,616 (22%) 2,088 (20%) 2,034 (19%) 1,156 (18%) 1,162 (18%) 1,634 (20%)

) 2,316 (21%) 1,071 (16%) 1,004 (16%) 1,501 (20%) 1,738 (17%) 1,832 (17%) 922 (15%) 1,215 (19%) 1,554 (19%)

) 1,655 (15%) 863 (13%) 856 (13%) 1,010 (14%) 1,608 (16%) 1,665 (16%) 861 (14%) 1,044 (16%) 1,570 (19%)

) 866 (8.0%) 733 (11%) 889 (14%) 370 (5.0%) 1,505 (15%) 1,898 (18%) 1,235 (20%) 1,124 (18%) 1,672 (20%)

2 0 0 0 3 2 23 0 54 8

出生コーホート

%) 27 (0.2%) 91 (1.4%) 92 (1.4%) 11 (0.1%) 172 (1.7%) 368 (3.5%) 253 (4.0%) 25 (0.4%) 58 (0.7%)

) 1,057 (9.8%) 1,155 (17%) 1,314 (21%) 941 (13%) 2,195 (21%) 2,193 (21%) 1,765 (28%) 1,776 (28%) 2,236 (27%)

) 2,977 (27%) 1,622 (24%) 1,516 (24%) 2,111 (29%) 2,768 (27%) 2,934 (28%) 1,440 (23%) 1,819 (28%) 2,592 (31%)

) 3,864 (36%) 2,344 (35%) 1,786 (28%) 2,703 (37%) 2,703 (26%) 2,679 (25%) 1,840 (29%) 1,743 (27%) 2,077 (25%)

) 2,184 (20%) 1,219 (18%) 1,276 (20%) 1,288 (18%) 1,973 (19%) 1,870 (18%) 925 (15%) 859 (13%) 1,159 (14%)

) 718 (6.6%) 269 (4.0%) 412 (6.4%) 288 (3.9%) 531 (5.1%) 591 (5.6%) 96 (1.5%) 178 (2.8%) 189 (2.3%)

2 0 0 0 3 2 23 0 54 8

性別

男性 ) 5,295 (49%) 3,161 (47%) 3,018 (47%) 3,599 (49%) 4,484 (43%) 5,273 (50%) 3,035 (48%) 3,182 (49%) 3,886 (47%)

女性 ) 5,530 (51%) 3,539 (53%) 3,378 (53%) 3,746 (51%) 5,860 (57%) 5,345 (50%) 3,284 (52%) 3,254 (51%) 4,433 (53%)

0 2 0 0 0 0 40 0 18 0

配偶状況

既婚 ) 8,932 (83%) 4,483 (68%) 3,995 (62%) 4,982 (68%) 6,405 (62%) 6,826 (64%) 4,069 (64%) 4,211 (67%) 6,134 (74%)

離死別 ) 503 (4.7%) 488 (7.4%) 714 (11%) 273 (3.7%) 2,272 (22%) 1,672 (16%) 617 (9.8%) 708 (11%) 678 (8.2%)

未婚 ) 1,354 (13%) 1,641 (25%) 1,684 (26%) 2,075 (28%) 1,599 (16%) 2,156 (20%) 1,623 (26%) 1,407 (22%) 1,449 (18%)

11 38 88 3 15 68 4 10 128 58

学歴

中学 ) 4,410 (45%) 906 (17%) 1,842 (34%) 604 (8.2%) 654 (7.8%) 523 (6.0%) 2,668 (56%) 930 (17%) 587 (9.6%)

高校 ) 3,875 (40%) 2,991 (58%) 2,669 (49%) 2,775 (38%) 4,710 (56%) 4,086 (47%) 1,186 (25%) 2,108 (39%) 2,906 (48%)

高等教育 ) 1,508 (15%) 1,286 (25%) 883 (16%) 3,960 (54%) 2,975 (36%) 4,167 (47%) 922 (19%) 2,305 (43%) 2,621 (43%)

45 1,034 1,517 1,002 6 2,005 1,882 1,543 1,111 2,205

従業上の地位

正規 ) 5,731 (55%) 2,603 (39%) 1,542 (29%) 2,302 (38%) 5,693 (55%) 5,044 (48%) 2,036 (32%) 3,394 (53%) 3,209 (40%)

非正規 ) 1,144 (11%) 427 (6.4%) 457 (8.6%) 386 (6.3%) 438 (4.3%) 935 (8.9%) 321 (5.1%) 594 (9.3%) 1,118 (14%)

自営 ) 846 (8.1%) 704 (11%) 910 (17%) 978 (16%) 176 (1.7%) 537 (5.1%) 348 (5.5%) 299 (4.7%) 895 (11%)

無職 ) 2,699 (26%) 2,966 (44%) 2,415 (45%) 2,423 (40%) 3,979 (39%) 3,990 (38%) 3,592 (57%) 2,087 (33%) 2,798 (35%)

54 407 0 1,072 1,256 58 152 22 80 299

所得区分（国内） 21) 4.35 (1.97) 4.61 (2.30) 4.92 (2.33) 4.82 (2.05) 4.86 (2.19) 5.23 (2.16) 4.19 (1.79) 5.42 (2.48) 4.59 (2.80)

312 750 300 1,544 79 856 595 1,245 2,413 1,159

意識：責任帰属 35) 5.24 (2.95) 4.38 (2.81) 5.05 (3.03) 4.27 (2.70) 4.05 (2.89) 6.49 (2.84) 4.48 (2.54) 6.33 (2.53) 4.00 (2.44)

114 669 92 255 34 319 207 288 116 420

意識：収入の平等 36) 5.43 (2.99) 6.33 (3.01) 5.44 (3.11) 4.67 (2.63) 5.15 (3.15) 5.33 (2.68) 5.72 (2.73) 5.39 (2.50) 5.47 (2.17)

169 643 71 197 24 584 209 187 1,123 739

意識：勤勉と成功 51) 7.19 (2.74) 6.17 (2.78) 6.24 (2.97) 6.77 (2.54) 6.12 (2.97) 7.31 (2.44) 6.31 (2.63) 6.44 (2.31) 6.37 (2.29)

141 1,576 1,279 1,471 1,227 493 1,390 1,407 2,260 1,921

年少人口比 05) 0.21 (0.04) 0.25 (0.04) 0.27 (0.02) 0.20 (0.04) 0.18 (0.03) 0.20 (0.01) 0.16 (0.02) 0.18 (0.01) 0.14 (0.02)

生産人口比 04) 0.70 (0.02) 0.66 (0.02) 0.63 (0.01) 0.72 (0.01) 0.69 (0.02) 0.67 (0.01) 0.68 (0.01) 0.65 (0.01) 0.65 (0.04)

高齢化率 02) 0.09 (0.02) 0.09 (0.02) 0.10 (0.01) 0.09 (0.03) 0.13 (0.01) 0.13 (0.01) 0.16 (0.01) 0.18 (0.00) 0.20 (0.05)

後期高齢化率 008) 0.031 (0.009) 0.033 (0.012) 0.040 (0.006) 0.032 (0.017) 0.050 (0.009) 0.058 (0.003) 0.071 (0.012) 0.085 (0.003) 0.093 (0.032)

は欠損値

Sourc e : 世界価値観調査、World Population Prospects 2024 より作成
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図3である。図3からは、現役世代に当たる64歳までは、調査回ごとに大きな違いはなく、全体と 

してはやや数値が減少している、すなわち政府の責任を重視する傾向がわずかであるが高まって
いるように見える。これに対して65歳以上はむしろ自己責任意識を重視しているように見える。
依存度が高くなるはずの高齢期のほうが高齢化する社会において自己責任意識が強くなっている。

　しかしこの分析は記述的な分析であることから、次にOLS、および、階層線型モデルをもち
いた多変量解析の結果を表3に示した。まずAICなどの情報量基準を見るとモデル2のOLSによ
るモデルのモデル適合度が高かった。日本のみの分析では、調査年によるネストした構造を考慮
したモデルよりも、単純にプールしたOLSのほうがモデル適合度がわずかではあるが高かった。
ただし、モデル1～4いずれにおいても有意である変数に変化はなく、これらの変数が生活への
自己責任意識に影響を及ぼしていることはロバストである結果となっている。具体的には、男性
ほど、65歳以上ほど、既婚に比べて離死別や未婚ほど、正規に比べて自営ほど、収入が高いほ
ど、有意に生活における自己責任意識が強かった。これは調査回や各調査回における高齢化率を
考慮してもなお同様の結果であった。また、高齢化が急速に進んでいるものの、調査回による影
響や調査時の高齢化率の影響は有意ではなかった。
　この結果からは、日本においては生活への自己責任意識は、高齢化の進展よるものではないこ
とがわかる。またここでは、単に社会的に相対的な強者といえる男性、高収入といった要素、す
なわち税負担が重い層が自己責任を重視するだけでない点は重要である。離死別や未婚といった
家族が相対的に少ない人は、社会保障制度を重視せず自己責任意識をもちやすく、また、自営業
は多くの国で税負担が少ないことから自己責任意識をもちやすかったと解釈した。

図3　日本のみの年齢階級別、調査回別、生活への自己責任意識

注：値が大きいほど自己責任を重視し、小さいほど政府の責任を重視する

Source: 世界価値観調査より作成 
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２．分析②：生活への自己責任意識の国際比較
　次に、分析対象となる16か国をW2からW7まで統合したデータをもちいた分析をおこなう。
すでに対象国の選定において説明したように、分析対象となる16か国は高齢化率が3％程度で
一貫しているナイジェリアから高齢化率が世界トップレベルの日本やスウェーデンまで多岐にわ
たる。また、エスピン＝アンデルセンの福祉レジーム論を踏まえれば（Esping-Andersen, 1990; 

1999）、社会民主主義レジームのスウェーデン、自由主義レジームのアメリカ、家族主義の強い
地中海諸国であるスペインなど（Ferrera, 1996）、高齢化がある程度進んでいる国においても多
様性がある。
　まず記述統計として従属変数となる生活への自己責任意識について国別に箱ひげ図を描いたも
のが図4、それを調査回別に示したものが図5、さらにすべての国をプールして年齢階級別に調
査回別に示したものが図6である。
　記述統計からは、以下のことが指摘できる。まず図4からはいずれの国においても箱ひげ図の
第1四分位から第3四分位の箱が大きく、分散が大きいことがわかる。アメリカやスウェーデン

表3　日本のみの階層線型モデルの分析結果（従属変数：生活への自己責任意識）

b p b p b p b p

Fixed Effect

sex: 女性 -0.390 <0.001 -0.390 <0.001 -0.390 <0.001 -0.390 <0.001

age625-34 -0.010 0.958 0.030 0.870 0.010 0.933 0.020 0.908

age635-44 -0.040 0.810 0.070 0.714 0.030 0.853 0.040 0.809

age645-54 -0.180 0.324 -0.010 0.949 -0.070 0.733 -0.060 0.788

age655-64 -0.230 0.232 -0.010 0.969 -0.080 0.717 -0.060 0.790

age 6: 65+ -0.070 0.747 0.200 0.505 0.110 0.684 0.130 0.622

cohort1920-1944 0.670 0.099 0.750 0.070 0.720 0.080 0.730 0.077

cohort1945-1959 0.370 0.369 0.550 0.216 0.480 0.260 0.500 0.246

cohort1960-1974 0.150 0.723 0.400 0.402 0.310 0.496 0.330 0.464

cohort1975-1989 -0.030 0.936 0.290 0.573 0.170 0.719 0.200 0.674

cohort1990-2004 -0.190 0.698 0.160 0.794 0.020 0.975 0.050 0.931

marry: 離死別 0.310 0.008 0.310 0.008 0.310 0.008 0.310 0.008

marry: 未婚 0.250 0.023 0.270 0.015 0.270 0.016 0.270 0.015

soe: 非正規 0.090 0.390 0.060 0.531 0.070 0.508 0.070 0.511

soe: 自営 0.310 0.003 0.280 0.005 0.290 0.005 0.290 0.005

soe: 無職 0.090 0.299 0.080 0.369 0.080 0.358 0.080 0.354

Scale of incomes 0.100 <0.001 0.090 <0.001 0.090 <0.001 0.090 <0.001

W3(1994-98) -0.14 0.248

W4(1999-2004) 0.17 0.179

W5(2005-09) -0.08 0.577

W6(2010-14) -0.32 0.024

W7(2017-22) -0.07 0.698

切片 3.410 <0.001 3.200 <0.001 3.240 <0.001 3.240 <0.001

σ2

τ00

τ11

ρ01

ICC

N

Observations

R
2
 / R

2
 adjusted

AIC

太字は5%水準で有意

6597

0.024 / NA

30342.763

Model4: L2+高齢化率

30297.433 30280.142 30338.659

Random Effects

5.74

0.03 wave2

0.00 wave2.pop_old

-1.00 wave2

6 wave2

6597 6597 6597

0.026 / 0.024 0.030 / 0.027 0.024 / 0.028

0

6 wave2

5.74

0.02 wave2

Model1: OLS Model2: OLS+Wave Model3: L2
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図4．全体の年齢階級別、調査回別、生活への自己責任意識の箱ひげ図

注：値が大きいほど自己責任を重視し、小さいほど政府の責任を重視する

Source: 世界価値観調査より作成 

図5．全体の年齢階級別、調査回別、生活への自己責任意識

注：値が大きいほど自己責任を重視し、小さいほど政府の責任を重視する

Source: 世界価値観調査より作成 
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のように比較的自己責任意識が強い国や、日本のようにアメリカやスウェーデンに比べると政府
責任意識が強い国もあるが、全体としては分散が大きいことがわかる。また図4を調査回別にし
た図5からは、調査回を経るごとに政府責任がやや強くなっているように見えるが、必ずしも一
貫した結果ではない。例えば韓国は自己責任と政府責任が上下している。これは、韓国がこの調
査期間に民主化をしたことによる影響など、政情を反映している可能性がある。また日本のよう
に30年もの間ほぼ変化していない国もある。この政府責任への変化は、年齢階級別に推移を示
した図6を見るとより鮮明になる。日本では年齢階級別でみると65歳以上は自己責任意識がむ
しろ高まっていたが、16か国をプールしたデータでみると、W2からW3において自己責任意識
は急減していることがわかる。W3以降はやや上下するが誤差を考慮するとW3からW7まで以
降大きな差はない。W2は1990年前後の調査であり、世界の高齢化率が低かったこと、また、冷
戦終結前後であり世界情勢が不安定な中で、とくに東側に近い諸国ほど政情が不安定であったこ
となどの反映の可能性があるだろう。さらに図1に示したように各国の高齢化率も非常に低いこ
とから、社会保障制度が高齢者中心になる前の段階である点も見逃せない。たとえばナイジェリ
アにおける政府責任重視と、高齢化が進む日本における政府責任の重視はおそらく質的に異なる
可能性もある。この点は解釈に注意を必要とする。
　次に図2で分析モデルを示した3レベルの階層線型モデルの結果を表4に示した。まずAICに
注目するとモデル5の値が一番小さく、もっともデータに適合的なモデルであることがわかる。
そこで3レベルの階層線型モデルであり、かつ、レベル2の変数として調査回のランダム切片モ
デルだけでなく各国の各調査年の高齢化率を投入したモデル5をもちいて結果を考察する。
　まずレベル2変数の国、および、本研究の独立変数となる各国の調査年の高齢化率は生活への

図6．全体の年齢階級別、調査回別、生活への自己責任意識

注：値が大きいほど自己責任を重視し、小さいほど政府の責任を重視する

Source: 世界価値観調査より作成 
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自己責任意識に影響を及ぼしていた。具体的には高齢化率が高くなることで政府の責任を重視し
ていた。
　次に、レベル2変数を統制してなお、女性に比べて男性は自己責任を重視していることが有意
に高く、既婚に比べても未婚は政府の責任を重視していた。また収入区分が高いほど自己責任を
意識していた。なお、年齢、および、出生コーホートによる効果はレベル3変数としての国を統
制しない場合には有意になる傾向にあった（モデル1～3）。このことは、国によって年齢構成や
人口構成が大きく異なることが反映していることを示している。すなわち、国による違いに見え
るものは国の政策の効果である可能性もあるが、人口構成の違いが生活への自己責任意識に影響
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を及ぼしていた可能性が高いことが示された。そのうえで年齢や出生年コーホートの個別の影響
を見ると、年齢の効果は若年ほど自己責任を重視し、高年ほど政府責任を重視していた。この結
果は、日本の結果とは逆である。また、出生年コーホートの効果は、最近生まれているコーホー
トほど政府責任を重視する傾向がみられる。これは福祉国家の発展によって、とくにコーホート
間で生活への自己責任意識が異なっていることを示している。すなわち、より新しいコーホート
ほど社会保障制度が存在するなかで、また家族状況等も核家族化がおきるなかで、自己責任では
なく政府の責任を重視する傾向がみられたと考えられる。

３．結果の解釈
　分析①、②の結果からは、日本だけ単独で分析すると高齢化率が必ずしも生活への自己責任意
識に影響しているように見えないが、国際比較の視点で見ると高齢化率は生活への自己責任意識
に影響を及ぼしていること、とくにその影響は高齢化率がある程度高まるなかでは政府の責任を
重視する傾向をもたらすことが示された。すなわち高齢化というマクロな現象が、生活への責任
帰属に一定の影響を与えていた。これは産業化が進展するなかで高齢期が脱労働力化する依存的
な期間として位置づけられるがゆえに（たとえばVincent, 2003）、その生活保障を政府に求めて
ゆく傾向があることが改めて示唆されたといえる。
　ただし高齢化率が低いからと言って、すぐに自己責任になるとは限らない点には注意が必要
となる。今回分析対象となったナイジェリアを含め、高齢化率が非常に低いアフリカの高齢化
もまた、欧米的な理解の延長線上にたった個人主義的な理解がなされてきたという指摘がある
（Aboderin, 2010）。しかし、アフリカでは社会保障制度が乏しく個人としてよりも地域社会や
家族といった伝統的な共同体による生活保障、および、そのなかでの高齢者の役割が残っている
（田川・慶田・花渕編 , 2016）。そのため、今回の回答においてナイジェリアなど高齢化率の低い
国が自己責任ではなく政府の責任と回答している場合、それが親族や地域社会などを含めている
のかどうかに注意する必要があるだろう。
　また分析①において、日本の高齢者の自己責任意識が近年強くなっており、他国に比べると逆
転現象ともいえる事態となっている点は注目に値する。これは社会保障制度に対する不信感によ
るものとも考えられるが、実際に社会保障制度によるサービスを受益するがゆえにそれだけでは
生活や介護などに対応できないことを反映した不満ともいえるかもしれない。実際、最近の研究
でも高齢者の年金や介護に対する不満は満足を超えている（長寿社会開発センター, 2024）。ま
たこのことは、高齢化の進展が一定段階までは政府責任を重視するが、一定ラインを超えると不
信のほうが高くなるというメカニズムも考えられる。この点は本データからこれ以上の検証は難
しいが、今後の検証課題となるだろう。

Ⅳ．結論と今後への課題

　本稿では高齢化が人々の責任帰属意識に与える影響を明らかにすることを通して、現代社会に
おける人々の社会問題と個人問題の線引きがいかなる形で為されているか、という問いを立て分
析してきた。その結果、国レベルのマクロな高齢化率の変化は、生活への自己責任意識に影響を
与えており、年齢や出生コーホート、調査年といったものよりもよりその意識の分散を説明して
いた。すなわち、人々は性別や年齢といった個人が置かれた状況や、婚姻状況や従業上の地位、
収入といった個人属性のみによって生活への自己責任意識を構築しているわけではなく、人口構
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成の変化に伴う集団における関係のあり方というマクロな状況の影響も受けたうえで、あるいは
その関係のあり方を前提とした社会制度の影響を受けたうえで、生活への自己責任意識を形成し
ていたといえる。この点を指摘したことは本研究の意義である。
　世界的に高齢化が進み、構造的に健康等に困難を抱える人が増える社会において、生活への責
任帰属意識の違いは社会政策が社会制度の設計において重要な原動力となりうる。したがって、
個人と国のいずれかに生活のリスクに対処する責任を求めるかというメカニズムを明らかにする
ことは、重要な社会科学上の課題である。
　そのうえで、本稿はその国の高齢化率が自己責任意識に影響していることを示したが、そのメ
カニズムまでは示すことができていない。そのため、このメカニズムのより詳細な解明が今後の
課題となる。また、さらなる分析のためには、各国の社会保障費や政府以外の中間集団のあり
方、とくに家族や親族、地域集団、組合等のあり方への帰属意識も併せて検討する必要があるだ
ろう。本研究は大規模かつ経時的な国際的社会調査である世界価値観調査の2次分析という性質
上、既存の項目しか扱うことができなかったため、これらの課題をすぐに解明することは困難で
ある。そのため、既存調査データの結合など新しいアプローチをとることで、高齢化というマク
ロな社会状況の変化が、現代社会における人々の社会問題と個人問題の線引きにあたえるメカニ
ズムの解明を今後も行っていきたい。
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グローバルエイジングと社会保障

Global Aging and Social Security

中島 民恵子＊
Taeko Nakashima

Abstract

This paper aims to capture the relationship between global aging and social 

security, considering the speed of aging and the timing of industrial structural 

transformation. It examines social security systems (medical care, pensions, and 

long-term care) in Germany, Japan, South Korea, and Thailand.

Aging relates to industrial transformation closely. Differences in the speed at 

which the aging rate rises and the timing of industrial transformation across 

countries, which in turn affect the design and reform of social security systems.

Before facing rapid aging, Japan referred to the social security systems of 

European countries such as Germany and achieved “universal health insurance 

and pensions” relatively early. This laid the foundation for addressing the issues 

of an aging society. In South Korea and Thailand, the aging rate is rising faster 

than in Japan. South Korea has already completed the industrial structural 

transformation and is rapidly advancing the development of its social security 

system. However, in Thailand, where many people are still engaged in primary 

industries, the systems of developed countries cannot always be directly applied,  

and further consideration of how to develop social security is required. 

As aging prograsses, countries are expected to adapt to changes while reforming  

their systems and adjusting their finances. In addition, dementia is a major 

global public health challenge of aging, requiring strategies that uphold rights, 

reduce stigma, and support older people and caregivers worldwide.

＊  日本福祉大学福祉経営学部　Faculty of Social Healthcare and Business Management, Nihon Fukushi 

University.

  本研究は成蹊大学アジア太平洋研究センター共同研究プロジェクト「グローバルエイジングとライフ
コース変容：福祉国家形成と展開の社会学的分析」（2018～2020年度、代表者：渡邉大輔）の成果の一
部である。

Ⅰ．はじめに

　世界的に人口の高齢化が進展しており、それが社会保障や経済に与える影響は大きい。ヨー
ロッパの主要国や日本では既に高齢化率が21％を超える超高齢社会に突入しており、労働力人
口の減少や社会保障制度の維持・負担増加といった課題が生じている。一方、開発途上国におい
ても、アジア圏では急速な高齢化が進み、アフリカ圏では速度こそ緩やかであるものの人口規模
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が大きいことから高齢者数が急増している。このような動向は、グローバルエイジングとも称さ
れる世界的な潮流として進行している。この世界における高齢化の状況において、あらゆる国に
おいて医療、福祉、年金といった社会保障の充実が求められている。
　とはいえ、国々によって、政治や文化、宗教などの社会的背景は大きく異なり、社会保障と一
言で言ってもその範囲は広い。一方、高齢期になると多くの高齢者が直面しやすい疾病や生活上
の課題には共通する部分も多く、それらへの制度的な対応が求められる。本稿では高齢化が進む
につれてより必要とされる社会保障の仕組みとして「医療の仕組み」「年金の仕組み」「介護の仕
組み」の3点に焦点をあてて論じる。
　1点目の「医療の仕組み」としては、高齢期には複数の疾病や非感染症疾患の拡大など公衆衛
生上の課題が生じやすいことから、医療サービスの提供の充実が求められる。2点目の「年金の
仕組み」としては、高齢期には収入の減少や生活困窮の課題が生じやすいことから、所得や生活
補償の充実が求められる。とくに先進国ではその役割を年金制度によって担わせてきた。この年
金制度がどう展開しているかを検討する。3点目の「介護の仕組み」としては、老化に伴う運動
機能や認知機能の低下が生じやすいことから、介護サービスの提供の充実が求められる。また、
後ほど詳述するが、年齢が高くなると認知症有病率が高くなる。認知症高齢者への支援は世界的
にも重要な課題として挙げられている。
　本稿では、総人口に占める65歳以上人口の割合が7%から14%に倍増するまでの期間（倍化年
数）に着目し、各国の産業構造転換の時期を踏まえつつ、社会保障制度の特徴を捉えたい。対象
国としては、ヨーロッパ諸国からはドイツ、アジア圏からは日本、韓国、タイに焦点をあてる。
これらのうち、タイを除く3ヵ国では、「介護の仕組み」として社会保険方式による介護保険制度
が導入されている。これら4ヵ国の比較を通じて、グローバルエイジングと社会保障との関係を
捉えていく。

Ⅱ．対象国の特徴

　表1には、本稿の対象国の高齢化率が7%から14%に倍化し、さらにその後14%から21%に上
昇する期間を示している。高齢化率が7%から14%までの年数をみると、ドイツでは40年、日本 

は24年、韓国は18年、タイはさらに短い17年となっている。さらに、高齢化率が14%から21%

までの年数をみると、ドイツでは41年、日本は11年であり、韓国は8年、タイは9年となると推
計されており、ドイツに比べると他の3ヵ国はその年数がかなり短いことが分かる。
　グローバルエイジングを考える際には、少子高齢化のタイミングの組み合わせを捉えることが
重要である。ここでは、対象国の人口ボーナス（population bonus）と人口オーナス（population 

onus）の状況を確認しておきたい。なお、人口ボーナスとは「死亡力転換が出生力転換に先立つ
ことで、生産年齢人口に対して従属人口の比率となる従属人口比率が低くなる」状況であり、経
済成長を押し上げる可能性を生む一方、人口オーナスとは、「出生力転換によって生産年齢人口
も減るなかで、高齢人口が増加することで従属人口比率が高くなる」状況であり、経済成長を阻
害する可能性を生むことが指摘されている（渡邉 , 2024）。
　人口ボーナスから人口オーナスへの変化を確認するために、図1に従属人口指数の推移を示し
た。ドイツでは1984年頃、日本では1990年頃に従属人口指数が底を打ち、人口ボーナスから人
口オーナスへの転換点を経験している。韓国は日本よりも20年以上後となる2010年代前半に底
を打ち、タイもほぼ同時期に転換点を迎えたと考えられる。韓国とタイは近しい時期に人口ボー

30



ナスから人口オーナスへの変化を経験しているが、第1次産業が国の中心的な産業かどうかとい
う産業構造転換の時期に大きな違いがある。図2には第1次産業従事者率の推移を示した。タイ
は2021年時点でも第1次産業従事者率が高く、産業構造転換が十分に進んでいない。一方、韓
国は2002年には第1次産業従事者率が10%を下回り、ドイツや日本と近しい産業構造へ移行し
ていることが分かる。

表1　高齢化率が7%から14%に、14%から21%に移行するまでの年数

国名 7%→14%までの年数* 14%→21%までの年数* 

ドイツ 40 (1932-1972) 41 (1973-2014) 

日本 24 (1970-1994) 11 (1995-2006) 

韓国 18 (2001-2018) 8 (2019-2026) 

タイ 17 (2005-2021) 9 (2022-2030) 

注：カッコ内は西暦

Source: United Nations, 2009, World Population 2008; United Nations, 2024, UN 

Population Division Data Portal; United Nations, 2024, ILOST AT より作成 

図1　従属人口指数の推移

Source: United Nations, 2024, UN Population Division Data Portal より作成 
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Ⅲ．各国の高齢者に関わる社会保障制度

１．日本に先立つ高齢者に関わる社会保障制度（ドイツ）
　日本に先立って高齢者に関わる社会保障制度の整備を進めてきた国の例として、ドイツを取り
上げたい。ドイツの社会保障制度は、大陸型と呼ばれる労使による、保険料折半を基本とした社
会保険方式を採用している。疾病保険、年金保険、介護保険ともに金庫により運営されており、
各団体の自治権が非常に強いことが特徴である（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング, 2007）。
　世界で最初に社会保険を制度化したのは、1883年にビスマルクによって制定された疾病保険
法（医療保険に相当）である。その背景には、資本主義経済の発達に伴い深刻化した労働問題な 

どが生じていたことがあげられる（厚生労働省 , 2018）。疾病保険法は被用者保険として創設さ
れ、施行後も度々の改正が重ねられた。2009年までは、一般労働者には加入義務を課していたが、 
加入義務のない者は任意に民間保険に加入するという2層構造となっていた。しかし、2007年
に成立した疾病保険競争強化法（GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz）において、2009年1月
以降は公的医療保険未加入者も、原則として、公的あるいは民間医療保険に加入することとされ 

た。法定疾病保険に加入しない場合は、民間保険に加入することが義務付けられることによって、 
実質的に「国民皆保険」の状態となり、約9割が法定疾病保険に加入している（津田 , 2021）。早
い段階で医療保険が導入されたが、実質上の国民皆保険となるには多くの時間を要したことが分
かる。
　なお、年金保険法は1889年に設立されており、1932年に高齢化社会になったことを考えると、

図2　第1次産業従事者率の推移

Source: United Nations, 2024, UN Population Division Data Portal より作成 
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かなり早い段階から年金制度の導入が進められたといえる。戦後、大規模な公的年金制度改革が 

複数回行われ、2000年代の本格的な高齢化に向けた改革へと進展した。もともとドイツでは、労 

使折半による社会保険方式を原則としてきたため、租税を社会保険に投入することについては国
として必ずしも積極的ではなかった。しかし年金制度に関しては、税投入が行われている。
　介護保障については、高齢化率が15.5%となった1995年に介護保険法が施行されている。そ
れ以前は、疾病保険の一部や、また社会扶助の特別扶助によって対応されてきた。しかし、特別
扶助費の増大が制度創設の背景となった（厚生労働省 , 2018）。介護保険は、原則として医療保
険の被保険者と同じ範囲であり、年齢による制限はない。介護保険の給付は、介護現物給付、介
護手当（現金給付）、組合せ給付（介護現金給付と介護手当を組み合わせた給付）となっている。
　日本の介護保険と比べると、部分保険であること、家族給付があることが特徴である。ドイツ
では比較的、伝統的な家族機能が重視され、政府による家族機能への介入を最小化する傾向があ
ることが指摘されている（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング, 2007）。また、EU内での経済
格差の大きさを背景に、ドイツでは低賃金の移民労働力を、家庭内介護者として雇用する傾向が
みられる。その結果として、現金給付が多いことが指摘されている（香取 , 2022）。
　ドイツにおいてはいずれの制度においても、度重なる改正が行われてきた。また、高齢化率の
上昇がこれから論じるアジアの3ヵ国と比べて緩やかであったことから、実情や財政状況に応じ
て時間的な余裕をもった調整が可能であったといえる。

２．日本の高齢者に関わる社会保障制度
　日本の社会保障の1つの大きな特徴として、1955年頃から本格的な経済成長が進み、産業構造
の急速な変化とともに、人口ボーナスが生じている時期の1961年に「国民皆保険・皆年金」が実
現したことがあげられる。日本の社会保障の中核として「国民皆保険・皆年金」は発展してきた。
　ただし、「国民皆保険・皆年金」は突然成立した訳ではない。戦前・戦時中の不況や工業化の
進展に伴う労働問題の発生、総力戦体制への移行などに対応するため、被用者保険を軸にしなが
ら制度化の動きが進んでいった（厚生労働省 , 2011）。
　日本で最初に導入された医療保険制度は、第1次世界大戦後の不況や社会不安を抑えるために、
1922年にドイツの制度を参考に導入された労働者を対象とする「健康保険法」である。1929年
の世界恐慌や大凶作などによる不況も生じ、農村における貧困や病気への不安を抑えるために、
1938年に農民などを対象とする「国民健康保険法」が制定された。なお、「国民健康保険法」は
先に見たドイツの被用者保険と異なり、地域保険としての性格を持ち、労働保険を超えて国民全
般を対象とした点が特徴であると指摘されている（厚生労働省 , 2011）。第2次世界大戦後は社会
的、経済的な混乱から、国民健康保険は制度破綻の危機に直面し、何度かの改正の中で財政基盤
の強化が進められた。
　また、日本で最初に導入された公的年金制度は、1939年に創設された医療保険制度などを含
む総合保険制度である「船員保険制度」の一部として位置付けられた養老年金である。戦時下に
船員の確保が重視される中で導入されたが、1941年には船員以外を対象とした「労働者年金保
険法」が公布された。その後、同法は厚生年金保険法に改称され数度の改正が行われた。しか
し、共済組合が分立し、小規模な事業所の被用者や自営業者、農民などへの年金制度は全就業者
人口の約1/3程度であったと示されている（厚生労働省 , 2011）。さらなる老齢人口の増加、高齢
化率の伸長の議論も踏まえ、1959年に「国民年金法」が制定された。これにより「国民皆保険・
皆年金」が実現された。
　その後、核家族の増大や寝たきり高齢者の課題が生じる中で、1963年に「老人福祉法」が制定 
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された。1970年に高齢化率が7.1%となり、1972年の老人福祉法の一部改正に伴い、「福祉元年」
と言われた1973年から老人医療費支給制度が始まり、高齢者の医療費負担の無料化が行われた。
　一方で、1973年の第1次オイルショック及び1979年の第2次オイルショックを経て、高度経
済成長は終わりを迎え、経済の安定成長期に移行していった。1980年代に入ると社会保障関係
予算への厳しい歳出抑制が図られていった。特に先の高齢者の医療費負担の無償化により老人医
療費が急増し、国民健康保険の財源状況の悪化が生じた。これを受けて、1982年に「老人保健
法」が制定され、負担の公平性の確保や健康意識の向上を促すための取組みが明示された。さら
に、2006年に「健康保険法等の一部を改正する法律」により、2008年からは老人保健制度に代
わり、後期高齢者医療制度が導入された（大和・岡田・斉藤 , 2020）。
　1990年代に入り、生産年齢人口が横ばいから減少に転じ、1994年に高齢化率が14.5%を超え
「高齢社会」となった。また、1990年に合計特殊出生率が1.57人となる「1.57ショック」によ 

り、少子化への対策も大きな課題となった。さらに、バブル経済の崩壊を迎え経済が低成長から
マイナス成長へ移行するなど厳しい状況が生じた。
　高齢化の進展を受けて、介護の需要も少しずつ拡大していった。1989年には高齢者への福祉
サービスの確保に向けて、「高齢者保健福祉推進十か年戦略（ゴールドプラン）」が策定された。
施設整備のみならず、在宅福祉サービスの提供も進められた。1994年に新ゴールドプランが策
定され、高齢者の介護サービスの更なる整備が進められた。一方で、バブル経済の崩壊を経て国
の財政状況の悪化により高齢者の介護を一般財源だけで担うことは困難であること、高齢者の介
護を国民全体の課題として捉え支える仕組みが必要であることなどにより、1994年末に介護保
険の構想が示された。最終的には、1997年に介護保険法が成立し、2000年4月から施行された。
　措置から契約に切り替わり、社会福祉法人のみならず、特定非営利活動法人（NPO法人）や
民間介護事業所などの多様な担い手がサービス提供を行う仕組みが導入された。介護保険制度の
策定においても、先行して介護保険制度を導入しているドイツの仕組みを参考にしている。この
ように、日本の社会保障は、伝統的にドイツの社会保険の影響を強く受けていることが指摘され
ている（小林 , 2000）。
　日本の社会保障制度の導入はキャッチアップ型と考えられ、時間的、経済的にある程度の余裕
を持ちながら、西欧諸国の高齢化の経験を参照しつつ発展してきた。早い段階で、国民皆医療保
険、国民皆年金という社会保障の基盤を整備し、高度成長期、安定成長期を経て、高齢社会を迎
えた。高齢社会を迎えるにあたっては、介護保険法の成立へとつなげており、制度の持続可能性
を確保するために様々な改正や取組みが進められている。このように、日本は高齢化のスピード
こそ速いものの、その開始時期が先進国よりやや遅れたことで、先進国の制度を参考とすること
ができた。また、産業化と人口ボーナスの時期に制度整備を行うという経験を有していることが
日本の特徴である。
　2024年の日本の高齢化率は29.3%であり、人口10万以上の200の国及び地域の中で最も高
い。次いでマルティニーク（25.3%）、プエルトリコ（24.7%）、イタリア（24.6%）と続く。2番
目のマルティニークと比較しても4ポイント高い状況にある（総務省統計局 , 2024）。これまで日
本の社会保険制度は西欧諸国から社会保障の仕組みを学び、取り入れてきたが、今後は高齢化率
が高い日本の経験が他の国々の参照対象となることが求められるだろう。

３．韓国の高齢者に関わる社会保障制度
　韓国は2000年に高齢化率が7.2%となり高齢化社会に突入した。その後、わずか18年という
短期間で高齢化が急速に進み、2018年には高齢化率が14.3%となり高齢社会を迎えた。1960年
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代には、国主導の資本主義政策によって経済発展が進められ、1970年代に重化学工業化の進展
により高度経済成長期を迎えた。その時期を経て社会保障の基盤整備が進められたとされている 

（厚生労働省, 2023）。特に、1997年のアジア通貨危機を契機として、当時の政権は、国民の基礎 

的な生活保障の実施及び社会保険制度改革などを通じ、国としての社会保障責任の強化を進めた。
　1963年に「医療保険法」が制定されたが、当初は従業員300人以上の事業所を主な対象とす
る任意加入方式であった。そのため、高リスク者の医療制度として実質的には機能しなかったこ
とが指摘されている（岡本 , 2008）。また、1976年に医療保険法の全面改正が行われ、1977年に
従業員500人以上の事業所は適用が義務化された。年を追うごとに職域保険の拡大が進められ、
最終的には1989年に都市部地域医療保険が実施され、「国民皆保険」制度が完成した。国民皆医
療保険制度成立時の大枠として、韓国の医療保険体制は日本の仕組みときわめて似ていることが
指摘されている（李 , 2009）。
　年金制度については、1988年に国民年金法が導入されたが、当初は10人以上規模の事業所に
勤務する労働者に限定されていた。その後、段階的に対象者が拡大され、1999年に都市地域住
民に対象者を拡大したことで、国民皆年金制度が達成された（厚生労働省 , 2023）。日本の高齢
化と比較すると、国民年金法の導入時、日本の高齢化率は約5.5%、韓国も約5%であり、ほぼ同
水準の時期に制度が導入されている。一方で導入年には約30年の開きがある。
　また、介護保険制度については、日本は高齢化率が17.4%の2000年に施行されている一方で、
韓国では10%に達するか否かという2008年に「老人長期療養保険制度」が施行された。高齢者
の介護への対応について議論が始まったのは、高齢化率が6.8%の1999年であり、急速に進む高
齢化を先取りする形で介護保険制度が取組まれてきた（金 , 2007）。2001年の将来人口推計で韓
国の高齢化のスピードが日本より早いことが報告され、国民の関心が高まった。2002年の合計
特殊出生率が1.17とかなり低い水準となり、少子高齢化の加速とそれにより生じる課題に対し
問題視された（金・山本 , 2009）。さらに、2023年の合計特殊出生率が0.72と1970年の出生統
計開始以来の低水準を記録し , OECD加盟国中では最下位となっている。こうした人口動態の変
化により、将来的な年金基金の枯渇などに対する対策が急務とされている（JETRO, 2024）。
　韓国は日本以上に急速なキャッチアップ型で社会保障の仕組みを整えてきたと考えられる。急
速に進む高齢化を先取りする形で社会保障制度の整備を促進してきたといえるだろう。制度構築
の過程では、日本をはじめとする他国の経験から学ぶ機会を持ちつつも、韓国の実情を踏まえ、
持続性と全国一律性を強く意識した制度整備が進められていると考えられる。実際、高齢化率の
推移だけを見ても、韓国は、日本に比べてもはるかに早い段階で会保障制度を整備してきた。し
かし、日本を上回るスピードで少子高齢化が進む中、どの国も経験したことのない課題に直面し
ていくことが予測され、今後もさらなる制度の見直しが求められるだろう。

４．タイの高齢者に関わる社会保障制度
　タイはアジア主要新興国のなかで最も速いペースで高齢化が進むと予想されている。一方で、
先に確認したように第1次産業従事者率がアジアの先進国や発展途上国に比べると高い。バンコ
ク首都圏在住高齢者は1割程度で、多くは南部、東北部、北部などの地方に居住し、その大半が
農林水産業に従事している（熊谷 , 2019）。また合計特殊出生率は、1970年代以前は5以上の水
準が続いていたが、一人あたりの医療・教育支出を増やすため、産児数を抑制する家族計画が奨
励されたことを契機に、1970年代から急低下した。家事、育児、介護は女性が担うべきという
男女の役割分担意識が根強く残っていることも、少子化の進行に影響を及ぼしていると指摘され
ている（熊谷 , 2019）。
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　医療保障については、社会保険方式による皆保険では無く、社会保険方式と税方式が混在して
いる。具体的には、1980年に設立された公務員医療給付制度（CSMBS: Civil Servant Medical 

Benefit Scheme）は税方式を採用しており、1991年に設立された民間被用者の社会保険制度
（SSS: Social Security Scheme）は社会保険方式を採用している。なお、2002年に全民間事業所
が社会保障基金に強制加入となったことで、職域部門で皆保険が実現した。加えて、上記以外の 

農民や自営業者などの全ての国民を対象に安価に医療サービスを受けることができる通称「30

バーツ医療制度」と言われる国民医療保障制度（UC: Universal Coverage）が2002年に税方式
で導入された。これにより、低所得者の医療サービスへのアクセスが大幅に改善されたとともに、 
地域保険が確立し国民皆医療保障が実現した。30バーツ医療制度は、税方式であるイギリスの国 

民保健サービス（NHS：National Health Service）との類似性が指摘されている（河森 , 2016）。
　年金制度は、早い段階で政府年金法（前身の年金制度は1902年から）が1951年に導入され、
公務員が強制加入の対象とされた。その後1997年に公務員への優遇への批判を受けて制度が見
直され、政府に勤務する公務員のうち1997年3月以前に公務員に採用された者には「政府年金
（税方式）」、同年3月以降に採用された者には「政府年金基金（貯蓄型）」が適用されることとなっ
た。一方、民間被用者には、先の医療保障で示した社会保険制度のうち、老齢給付に相当する仕
組みが年金制度として位置づけられている。2014年から給付が開始されたが、必要な加入期間
（15年）を満たさず退職年齢を迎える退職者も一定程度存在していた。そのため年金制度の対象
とならない高齢者に対しては、非常に低額な老齢福祉手当が支給された。また、農民、自営業
者、無業者を対象とする公的年金制度はしばらく導入されなかったが、2015年に「国民貯蓄基
金」が開始された。しかし、15～60歳の農民や自営業者などを対象としており、任意加入のた
め国民皆年金は実現していない。国としても加入促進を図っているが、ある一定の加入者数に留
まっている（厚生労働省 , 2021）。
　介護については、農村人口が相当程度を占める中で、国の介護に関する基本方針としては、本
人の自助努力と家族・コミュニティの最大限の活用に置かれており、政府による直接的な支援
は限定的である。また、タイではボランティアの力が大きく、1970年代から保健ボランティア
（Village Health Volunteer）が組織されてきた。それらの活動を基盤として、高齢者在宅ケア
ボランティアや有償ボランティアであるケアギバーの活動が進められてきている（三好・奥井 , 

2021）。
　農村地域や小規模な都市部では、人々の結びつきが比較的強く、コミュニティを基盤とした高
齢者ケアの仕組みが形成されやすい傾向がある。こうした仕組みでは、家族が日常的な介護を担
い、地域のボランティアによる支援はそれを補う役割を果たすことが想定されている（三好・奥
井 , 2021）。
　タイでは日本が1950年代後半～60年代にかけて取組んできた、医療制度や年金制度の整備と
同時に、1990年代～2000年代にかけて取組んできた介護制度をほぼ同じような時期に取組む必
要のある状況といえる。そのため、現在のタイにおけるコミュニティを基盤とした高齢者介護シ
ステムはまだ構築途上にあるといえる。

５．急速な高齢化を迎える国々における社会保障制度整備に関する課題
　今後特に東南アジアでは、タイのように産業構造転換が進む途上で高齢化が進展していく国々
が増加すると見込まれる。これまで見てきたドイツや日本、韓国が整備してきたような医療、年
金、介護の社会保障制度を十分に準備し、導入していくことは容易ではない。一方で、中央アジ
ア・南アジアと北アフリカ・西アジア諸国では、現時点でそれほど高齢化率は高くないものの、
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今後は人口規模の大きさを背景に、確実に高齢者数が増加することが予測される。これに伴い、
医療、介護、所得・生活補償に対する需要が拡大する。それらに応えていくためには、限られた
財源の中で持続的に費用をいかに確保していくかが今後の大きな課題となる。また、これらの需
要に対して、どこまでを国としてカバーしていくかについては、それぞれの国の選択ではあるも
のの、高齢者の尊厳が守られる仕組みづくりが必要である。
　日本や韓国は、先に高齢化が進展した国々の政策や実践から多くを学び、社会保障の仕組みを
構築する上で、限られた財源をどこに重点的に配分すべきか、何に資源を集中していくべきか、
またどういった課題が起こりやすいのかなどを把握する機会を多く得てきた。それにより、一定
の効率性をもって制度を導入することが可能であったといえる。しかし、その一方で、制度の形
式的な整備が優先されてしまうと、社会保障制度の基盤となる「理念」や「考え方」が十分に踏
まえられず、各制度の本来意図する文脈や地域性に即した仕組みとして根付かない可能性がある。
　今後は、各国が試行錯誤しながら、より良い制度設計を模索していく十分な時間的余裕がない
中、制度の調整を進めていくことは容易ではなく、制度の持続性の危うさも常に隣り合わせにな
る可能性も課題としてあげられる。選択と集中を迫られる場面も生じうるが、何を軸に選択する
かは今後さらに検討が求められる。また、これらの国々では、第一次産業従事者の比率が高いな
か、特に農村地域では、家族やコミュニティが基盤となっている。このような状況下で何を注視
すべきかの議論は十分に深められておらず、今後の課題といえる。
　なお、本稿では詳細は扱えなかったが、年金の仕組みとも関連する高齢期の就労・雇用の確保
や住居の安定的確保も課題として挙げられる。また、高齢期の日常生活動作（ADL）や手段的日
常生活動作（IADL）の機能低下により、杖や車いすの利用が増えていく中でも、社会参加や生
活上必要な移動を確保するための公共交通機関や建物などのバリアフリーの推進を求められる。
さらに、虐待などの権利侵害の防止、認知症などでの意思決定が難しくなっていく中で権利擁護
の確保も、今後の重要な課題として位置づけられる。

Ⅳ．グローバルエイジングと認知症

　高齢化が進展していく中で認知症高齢者 1への支援は世界的にも重要な課題として挙げられ
ている。2012年に世界保健機関（WHO）は国際アルツハイマー病協会（Alzheimerʼs Disease 

International）と協働して、レポート「認知症：公衆衛生対策上の優先課題」を示した。レポー
トには、多くの国で認知症に対する偏見や先入観があるために、診断や支援を受けることへの障
壁が生じており、本人、家族介護者・社会に身体的・精神的・経済的な影響が及んでいることが
指摘されている（WHO, 2012）。国、コミュニティの大きさや所得のレベルなどに関わりなく深
刻な課題となりうることから、すべての国における公衆衛生上の課題の一つとして認識される必
要があることが示されている。
　また、2013年にロンドンで「G8認知症サミット」が開催され、認知症は国際的に重要な課題 

であることが確認された。本サミットでは、認知症に関する研究資金の大幅な強化、認知症の人
の人権や尊厳の尊重に向けた継続的な取組みなどが含まれる宣言が採択された（G8UK, 2013）。 
さらに、2017年にはWHOより「認知症に対する公衆衛生対応のための世界行動計画 2017–2025」

1  本稿では、原則として、高齢化に関する記述や統計・制度など65歳以上を前提とする文脈では「認知
症高齢者」、年齢に関わらず認知症とともに生きる人びと全体を指す場合は「認知症の人」と表記する。
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が示された。認知症の人とその介護者や家族が尊厳のある生活を送るために必要な支援を受けら
れる世界の実現を目指す一連の行動指針が提供された（WHO, 2017）。
　年齢は認知症の最大のリスク要因であり、高齢化が進む国々で認知症高齢者の数も増加するこ
とが見込まれている。認知症は多様な原因疾患により生じ、現時点では治療薬も開発されていな
いことから、どのように認知症高齢者本人の人権が守られ、その人らしく暮らしていくことがで
きるかという観点を持ち、各国で施策が取組まれることが求められている。

１．認知症高齢者数の推計
　2021年にOECD加盟国において2,100万人以上が認知症に罹患していると推定され、この傾
向が続く場合には、2040年に約1.5倍の約3,200万人に達すると予測されている。図3は人口
1,000人あたりの認知症の人の数を示している。2021年にOECD加盟国全体の平均をみると、
1,000人中15人が認知症に罹患していると推定されている。2040年までに日本を含む12カ国で
1,000人中25人以上が認知症に罹患すると予測されている。

　特に日本は、認知症の人の数が最も多い国の一つとなっている。これは年齢階級の上昇が認
知症の有病率と関連していることがあげられる。具体的に、図4に日本の年齢階級別の認知症有
病率を示した。グラフからは、90歳以上の有病率が全体（男女）では、50%を超えており、お
よそ2人に1人は認知症に罹患している状況である。また、65歳以上の認知症及び軽度認知障害
（MCI）の高齢者数並びにそれぞれの有病率の将来推計として、認知症の高齢者数は443.2万人
（有病率12.3％）、また、MCIの高齢者数は558.5万人（有病率15.5％）と推計されている。その
上で、性年齢階級別の認知症及びMCIの有病率が今後も一定と仮定すると、2040年には、それ
ぞれ584.2万人（有病率14.9％）、612.8万人（有病率15.6％）になると推計されている（九州大
学 , 2024）。

図3　人口1000人あたりの認知症の人の数（2011, 2021, 2040）

Sourc e : OECD, 2023, Health at Glance 2023 OECD Indicator s . 
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２．認知症ナショナルプラン策定国とプラン策定中の国
　国際アルツハイマー病協会は、「Global action plan on the public health response to dementia 

2017–2025（認知症に対する公衆衛生対応のための世界行動計画 2017–2025）」（以下、アクショ 

ンプラン）の各国の進捗をモニタリングすることを目的として「From Plan to Impact」を2018

年から毎年発行している。アクションプランでは、WHO加盟国の194ヵ国のうち75％以上が、
2025年までに何らかの政策・戦略・計画を策定することを求めている（Alzheimerʼs disease 

International, 2018）。一方で、2024年においては、48の国または地域（WHO非加盟国を含む）
が認知症ナショナルプランを策定し実施している状況である。図5にその状況が世界地図で示さ
れている。
　WHO加盟国における認知症ナショナルプランは、ヨーロッパ諸国やアメリカ大陸の国々を中
心に策定が進んでいる。必ずしも先ほどの認知症有病率が高い国が中心となって策定している訳
ではないことが分かる。このことから、認知症ナショナルプランや関連施策は、高齢化率に必ず
しも比例するものではなく、各国が同時多発的に試行錯誤を重ねながら取組みを進めていること
がうかがえる。また、イギリス、オランダ、ドイツ、フランス、韓国、日本の認知症施策を比較
した調査では、最も早くて2001年にフランスの第1期認知症ナショナルプランが示されている
状況である（中島 , 2024）。また、認知症の人の支援には、医療・介護・生活の視点が重要であり、
西洋諸国の取組みを今後の直接的なモデルとすることについては、なお、検討の余地がある。

図4　年齢階級別の認知症推計有病率

注：数値の太字は全体（男女）、下線ありは男性、通常表記は女性

Sourc e : 九州大学，2024，

「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究報告書」より作成
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図5：各国の認知症ナショナルプランの策定状況

Source: ADI, 2024, From Plan to Impact VII – Dementia at a crossroads 
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　今後の認知症高齢者の支援においては、各国でいかに認知症や認知症の人への先入観や偏見を
払拭できるかが重要な課題となる。その上で、認知症の人の人権を軸に、当事者の視点を反映し
た仕組みづくりが求められる。今後さらに各国で認知症高齢者が増えていく中で、国家間の相互
の学び合いが一層進展していくと考えられる。日本では、2023年に共生社会の実現を推進する
ための認知症基本法が制定された。法律に基づき2024年に認知症施策推進計画が策定され、新
しい認知症観に基づく施策推進が示されている。
　今後、日本は学ぶ側から、相互に学び合い、経験を共有・発信する側としての役割を果たして
いくことが期待される。特に、急速な高齢化が進む東アジア諸国を中心に、資金的な支援や貢献
だけでなく、経験を伝える形での貢献が可能であるといえる。

Ⅴ．グローバルエイジングと今後の社会保障の整備に向けて

　本稿は、高齢化の速度と産業構造転換の時期をふまえつつ、グローバルエイジングと社会保障
との関係を捉えることを目的に、ドイツ、日本、韓国、タイにおける、医療、年金、介護に関す
る社会保障の特徴を把握した。
　世界的に進行する高齢化社会は、特に医療、年金、介護をはじめとする社会保障制度に大きな
影響を与えている。ドイツはゆるやかに高齢化率が上昇する中で、早期に社会保険制度を整備
し、その後の高齢化の進展に向けた制度の改正も進めてきた。日本は、ドイツなどの先進国が経
験した高齢化社会への対応をモデルに、キャッチアップ型の社会保障制度を形成してきた。その
過程で、医療保険や年金、介護保険の仕組みは、産業構造転換と人口ボーナスを活かしつつ、国
民皆保険・国民皆年金という基盤を築いた。韓国は、特に高齢化の進行が急速であり、そのス
ピードに対応するための社会保障の整備も短期間で行う必要があり、日本以上に急速なキャッチ
アップ型の社会保障制度を形成してきている。
　このように、高齢化が後発である国ほど先行する国々の経験を踏まえたキャッチアップ型の社
会保障制度の整備が可能となる。そのため、先進国の事例から学べる点は多いと考えられる。一
方で、タイをはじめとする産業構造の転換が十分に進まない中で急速に高齢化が進む国々におい
て、財源や人材の確保などの制約がある中で、社会保障制度に求められる多様な機能をどのよう
に整えていくかは大きな課題となる。また、これらの国々の介護制度に関しては、家族によるケ
アの比重が、ヨーロッパ諸国と比べてより大きくなる可能性がある。特に、認知症高齢者に関す
る制度整備においては、認知症に対する先入観や偏見の強さが制度づくりの進展に影響を及すこ
とが考えられる。そのため、家族の認知症介護への意識や知識にアプローチしていくことも重要
となる。これは専門職だけの課題ではなく、誰もが認知症高齢者や家族介護者になりうるという
視点から国民全体で共有していくことがより重要となる。
　なお、認知症高齢者の支援の整備においては、今まさに多くの国で同時多発的に取組まれてい
る状況である。その中でも、先行して取組んできた国々では、かつての施設主義や医療重視の仕
組みから、地域を基盤とし医療・介護・生活のバランスを重視する方向へと転換が進んできた。
こうした経験は、今後制度を整えていく国々の参考になりうる。高齢化率が高く認知症高齢者の
数も世界的に多い日本が、今後は自国の取り組みを各国の実情も踏まえながら共有していくこと
で、他国の制度づくりを支える役割を果たすことが期待される。
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＊ 成蹊大学法学部　Faculty of Law, Seikei University

  本研究はアジア太平洋研究センター・パイロット研究「中国古文字の文字論的研究：楚系文字を中心
に」、および日本学術振興会科学研究費助成事業（JP24K16068）の成果の一部である。

1 三根谷（2007:190）。

戦国・秦漢時代出土文献における｛後｝・｛聞｝/｛問｝の表記について
─中国古文字の文字論的研究のために─

On the Notation of {後} and {聞} / {問} in Excavated Texts  

from the Warring States to the Qin–Han Periods: 

Toward a grammatological Study of Ancient Chinese Characters

宮島 和也＊
Kazuya Miyajima

Abstract

This paper examines excavated manuscripts dating from the Warring States 

period to the Qin and Western Han periods, in order to present concrete examples  

illustrating the actual condition of notation in Old Chinese. Speci昀椀cally, it focuses 
on the use of 句/后 to represent {後}, and on the notations of {聞} and {問}.

The former case, 然句/后 and 而句/后, are used to represent the lexical units  
{然後} and {而後} in excavated manuscripts. This indicates that there existed 

instances of writing in which ancient Chinese characters, though logographic, 

did not necessarily correspond to individual words on a one-by-one basis.

The latter case, meanwhile, implies that even prior to the orthographic reform  

that established the clear graphic distinction between {聞} and {問} in the Qin  

script tradition, there may already have been, in the Warring States period 

manuscripts excavated from the Chu region, an emerging orthographic 

differentiation corresponding to a phonological distinction in the spoken language.

Both cases demonstrate the intimate interrelationship between writing and 

language, and they contribute to a theoretical understanding of the ancient 

Chinese writing system as well as to broader studies in the grammatological 

analysis of ancient Chinese writing.

Ⅰ．はじめに

　文字は“言語を視覚的に表す記号の体系”1 である。人が（音声）言語によって無限に広がる現
実世界や人間の精神世界を分割・カテゴリー化し表現するとすれば、文字はそれを目に見える形
で実現・定着させる道具であると言えよう。
　ただし、実際に言語を文字によって表記する、すなわち文字化を行うにあたっては、様々な処
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理や調整等を行わなければならない。それは1次元的な音声言語と、2次元（あるいは3次元）的
な文字ではその根本的な性質が異なるからであり2、音声言語をそのまま忠実に再現できる文字
体系というものは存在しないと言ってよい 3。
　そのため、それぞれの文字体系がどのようにある言語を表記しているのか、また文字と言語と
の間にはどのような関係性があるのかといった点は、検討すべき言語学的問題となる。河野六
郎氏はこうした文字の性質や、文字が言語を表記する機能等について特に扱う分野を“文字論”

（grammatology）と名付け、文字の形やその歴史的な変化を扱う“文字学”（graphology）と区別
した 4。
　本稿では古代中国の戦国時代から前漢時代（前5世紀中頃～1世紀初）における「句」「后」に
よる｛後｝の表記、および｛聞｝｛問｝の表記を取り上げ、上古中国語（おおよそ前漢時代以前の中
国語）の文字体系についての文字論的研究、すなわち古代中国人は彼らの話す言語をどのように
目に見える形で実現させようとしていたのか、そしてそれは地域・時代によってどのような差異
や変化があったのかを明らかにするための一歩としたい。

Ⅱ．漢字の性質5

　具体的な検討に入る前に、漢字、特に上古中国語を表記する漢字の性質について簡単に述べて
おく。
　漢字は一般的には“表意文字”とされることが多い。しかし河野（1977/1994:11）が指摘する 

とおり、音と関係なく意味と結びつく文字を“表意文字”とするならば、それに当てはまるのは 

アラビア数字くらいである6。以下の河野（1977/1994:11）や亀井・河野・千野（1996:1112-

1113）、大西・宮本（2009:2）が述べるように、特に一音節の語が主となる上古中国語を表記す
る漢字は、一字がほぼ一語に相当する7 典型的な表語文字（logograph）と考えることができ8、
現在では言語学的研究においてはおおよそ見解の一致が見られている9。

2 音声言語と文字言語の違いについては河野（1977/1994）参照。
3 Coulmas（2003:16）およびクルマス（2014:21）参照。
4  河野（1977/1994:3）、亀井・河野・千野（1996:1346-1348）等。なお、河野氏は“表語文字であれ表音

文字であれ、文字の根本的な言語的機能は究極には表語ということにあるらしい”と述べている（河野
1977/1994:12）。

5 本節の内容は宮島（2023）序章第2節の内容の一部に加筆・修正を加えたものである。
6  ただし、大西・宮本（2009:3）が指摘するとおり、日本語における漢字は訓読を多用し、表意的な側面

を有している。
7  ただし現代中国語は2音節＝2形態素から成る語が多い。また、古代・現代を問わず外来語など2音節以 

上で1形態素（語）となることもあるが（例えば“猶豫”“葡萄”“達魯花赤”（ダルガチ）－裘錫圭2013:19

参照）、その場合は複数の字によって1形態素（語）を表すこととなる。
8  宮島（2022a）でも述べたとおり、裘錫圭（2013）は“字符”という概念を導入し、“字符”によって文

字を分類すべきであるという。“字符”とは文字を構成する符号で、裘氏は文字が表す語の意味と関係を 

持つ字符を“意符”、音と関係をもつ字符を“音符”、意味とも音とも関係を持たない字符を“記号”と呼
ぶ。例えば｛花｝という語（形態素）を表す「花」字は、意符「艹」と音符「化」という2つの字符から 

構成される。また例えば英語のローマ字であれば、sunの「s」「u」「n」がそれぞれ字符（音符）であ 

り、それらが結合することによって｛sun｝という語を表記していることになる。裘氏は、漢字では形
態素のレベルで働く機能をもつ意符・記号と、音節を表す音符を用いることから、漢字を“形態素―音
節文字”と見なすべきであるとしている。また森賀（2006）は漢字がシニフィエ（signifié）の体系を
移したものであるという。

9  かつては例えば欧米の学界では1930年代末から40年にかけて雑誌『Tʼoung Pao』上において、漢字が
表意文字（ideograph）であると見なすHenrrlee Creel氏と、文字と音声言語の関係を重視するPeter 

Boodberg氏とを中心に漢字の性質に関する激しい論争が行われた（夏含夷2018:24-27）。近年でも特に 
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　（1） 漢字全体を通じて言えることは、この一字一字が本来中国語の一語一語を示すということ
であって、その意味では表意文字というよりは表語文字というべきである。そこで近頃で
は logogram（表語文字）と言うようになって来ている10。

　（2） 漢字の一字一字は、元来、中国語のそれぞれの単語を表したものであり、また現在でも表
している。それがそれぞれある意味を表すというのは、それぞれの単語の意味を表すので
あって、直接、その意味になる概念（idea）を表すのではない 11。

　（3） 言語は文字が発明される以前から存在した。単純化して言えば、音と意味（義）が結合し
て語を形成している。古代中国語は一語が概ね一音節に該当するという特徴を持ってい
る。そのため漢字は一字が一語即ち一音節を表すように設計された。これが文字としての
漢字の大きな特徴である12。

　すなわち、漢字は基本的に音と意味の結合した語を表記するものであり、図示すれば以下のよ
うになる。

　本稿では、例えば“戦国時代の楚では一人称代名詞の｛吾｝という語を「 」という字で表記し
ていた”のように、文字の字形を「X」、語を｛Y｝のように示すこととする。
　以上のように、漢字、特に上古中国語を表記する漢字は典型的な表語文字であるということが
できるが、実際の“表語”の実態とその歴史は複雑である。松江（2021:77）は、唐宋代以前の漢
字の表語機能に関わるいくつかの現象について紹介・検討を行った上で、以下のように指摘して
いる。

　（4） そこで浮かび上がってきたのは、漢字の字形とそれが表示する語との関係は必ずしも固定
的なものではなく、字形と表示語とが相互に影響し合う動態的な側面をも持ち合わせてい
るということである。漢字の研究は、中国でも日本でも非常に重厚な研究史を誇り、字
形・字音・字義のいずれも膨大な研究が蓄積されている。しかし本稿でみてきたような、
字形と語との関係との動態的な側面を論じるような分野には、まだ多くの研究すべき問題
が残されていると思われる。

　以下では、こうした“動態的な姿”を示すものとして、戦国～秦・漢時代の出土文献（考古遺

言語学の研究者以外には漢字を表意文字とする見方も存在するようである（夏含夷2018:28-31）。
10 河野（1977/1994:11）。
11 亀井・河野・千野（1996:1112-1113）。
12 大西・宮本（2009:2）。
13 大西・宮本（2009:2）を基に形式を改変。

図1．漢字（表語文字）による音声言語の表記 13
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物上に文字が記された資料）に見られる2つの例を取り上げて検討する。
　なお、本稿は出土文献、特に近年陸続と発見されている簡牘資料（竹簡・木簡など）を主な対
象とするが、ここで出土文献の資料としての特徴を簡単に触れておく。中国語は歴史的な文献が
豊富に残されており、戦国～秦・漢時代に関しても『孟子』『史記』など数多くの伝世文献（古
代中国で成立した文献が現在まで書き写され、また刊行されながら伝えられてきたもの）があ
る。しかし、現在見ることのできる伝世文献は伝承の過程での書き換えを経たものであり、特に
その文字表記については文献が書かれた当時の様相を必ずしも留めていない。また資料の正確な
地域や年代を特定することも難しい。一方、出土文献は後世の手の加わっていない資料であり、
年代や地域を（少なくとも伝世文献と比較して）確定しやすく、また文献の成立年代と抄写年代
が近いという利点がある。そのため出土文献は、当時の文字やその使用の実態を明らかにする上
で、極めて重要な資料であると言える。

Ⅲ．上古中国語における文字表記の諸相14

１．｛後｝

　（1）｛後｝の表記における文字の使い分け
　戦国時代の楚簡（楚の領域から出土した竹簡）には、「句」「后」によって｛後｝を表記する例
が見られる。「句」「后」「後」の当時の発音（上古音）はそれぞれ「句」*kô、「后」*gôʔ/h、「後」
*ɦôʔと復元されており15、「句」と「後」、あるいは「后」と「後」の字音は近似していたと考え
られる。そのため「句」「后」によって｛後｝を表すのはいわゆる“仮借”ないし“通仮”（“当て字”
のようなもの）である。
　しかし興味深いことに、張光裕（2006）や陳斯鵬（2011:294-295）が指摘するとおり、楚簡
において「句」「后」によって｛後｝を表すのは、（5）（6）のように｛然後｝｛而後｝の｛後｝を表記
する場合のみである。

　（5） 凡人雖有性，心亡正志。待物而句（後）作，待悅而句（後）行，待習而句（後）奠。（上博
楚簡『性情論』1号簡）16

　　　 ［おおよそ人には性があるとはいえ、心には一定の志向はない。人の性は外物（による誘
発）を待って興り、喜びを待って行動し、繰り返すことを待って定まる。］

　（6）必正其身，然后（後）正世，聖道備矣。（郭店楚簡『唐虞之道』3号簡）17

　　　［必ずその身を正し、その後世を正すことにより、聖道が備わる。］

　一方、｛然後｝｛而後｝以外の場合には、名詞・動詞を問わず、また時間的な〈のち〉であれ空
間的な〈うしろ〉であれ、（7）（8）のように「𨒥」およびその異体字が用いられる。

14 本節は宮島（2025）の報告内容の一部に加筆・修正を加えたものである。
15 再構音はSchuessler（2009）による（以下同）。
16 釈文および解釈は季旭昇主編；陳霖慶・鄭玉珊・鄒濬智合撰（2009:163）参照。
17 釈文は武漢大学簡帛研究中心・荊州市博物館編著（2011:60）参照。
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　（7）先𨒥（後）之相隨也。（郭店楚簡『老子』甲組16号簡）18

　　　［先後が順番に並ぶ。］

　（8）凡貴人使處前位一行，𨒥（後）則見亡。（上博楚簡『曹沫之陳』24号簡）19

　　　［凡そ身分の高い人は先鋒に居らせる。後ろにいると亡びる。］

　このように、「句」「后」で｛後｝を表記するのは、純粋に音声的な要因による通仮ではなく、
特定の言語的環境が関連する現象であると言える20。
　なお、以下の（9）は楚簡においておそらく唯一の例外で、「而句 /后」ではなく「而𨒥」と表
記されている。

　（9）於今而𨒥，楚邦使為諸侯正。（上博楚簡『鄭子家喪』甲 /乙2号簡）

　この用例について、陳斯鵬（2011:295）は以下のように述べ、この「𨒥」は動詞としての｛後｝
を表していると見做す。

　（10） “於今而後”中的“而後”細細品味，似乎與上舉那些用在句中的“而後”、“然後”仍有細微
差別。用在句中的“然後”、“而後”凝固性要強得多，差不多應看作一個連詞了，“於今而
後”似乎還可以轉換為“於今之後”，而前舉的那些“而後”、“然後”則是不允許變動。如果
這樣的分析符合事實，那麼“於今而後”之｛後｝仍是一般動詞義的｛後｝，用“𨒥”表示並不
悖上述分工慣例。

　　　   ［“於今而後”の“而後”を具に吟味すると、上で挙げたような文－すなわち本稿（5）（6）
のような例：引用者－における“而後”・“然後”とはやはり些かの違いがある。文中で使
われる“然後”・“而後”は固定性がより強く、ほとんど一つの接続詞と見做すべきものに
なっているが、“於今而後”はおそらく“於今之後”とも変換可能で、前で挙げたような
“而後”・“然後”の方は変更が許されない。もしこうした分析が事実に即したものである
なら、“於今而後”の｛後｝は依然として普通の動詞の意味を表す｛後｝であって、それを

“𨒥”で表すのは、上述した使い分けの慣例に反するものではない。］

　ただし、そもそも（9）の解釈をめぐっては、研究者の間で見解が分かれており、例えば侯乃峰
（2012）は“於今而𨒥”の「而」が実際には「天」の誤写であり、かつ「𨒥」は｛厚｝を表すとした
上で、後の“楚邦”がその目的語であると解釈している。この用例については待考としたい。

　（2）「然句/后」「而句/后」という表記の含意
　｛後｝は本来、空間的な〈うしろ〉を表していたものが、時間あるいは論理的な〈のち〉の意味
に拡張し、そしてさらに接続詞の｛然｝｛而｝とともに用いられるようになったと考えられる。｛然

18 釈文は武漢大学簡帛研究中心・荊州市博物館編著（2011:2）参照。
19 釈文・翻訳は大西（2007:111）参照。
20  陳斯鵬（2011:295）は“在書寫形式上將̒ 然後ʼ、̒ 而後 之̓｛後｝同其他場合的｛後｝區別開來，也許只是 

一種約定俗成的習慣，而與音義的分化無關”［書写形式の上で“然後”、“而後”之｛後｝を他の場合の｛後｝ 
と区別するのは、単なる習慣として定まったものにすぎず、音義の分化とは関係ないかもしれない］と
述べる。
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後｝/｛而後｝を表す際にのみ「句」「后」で｛後｝を表記するということは、｛然後｝/｛而後｝の｛後｝
を、その他の｛後｝とは異なるものとして扱っているということを示唆していよう。
　ここでさらに推測すれば、この「然句 /后」「而句 /后」という表記は、当時の人々の音声言語
に対する認識、すなわち｛然後｝/｛而後｝を一つの単位（複合語）として捉えていたことを反映さ
せた表記であるとも考えられる。つまり、｛然後｝/｛而後｝の｛後｝を単独の｛後｝とは異なる、｛然
後｝/｛而後｝の構成要素としての｛後｝とみなした上で、それに新たな表記を付与したと解釈でき
る。もしそうであるなら、この楚簡における｛然後｝/｛而後｝の「然句 /后」「而句 /后」という表
記は、表語文字として確かに一つの漢字（「而 /然」「句 /后」）と一つの語（｛而 /然｝｛後｝）が対
応しているものの、文字化にあたっては｛而後｝｛然後｝という二つの語（あるいは形態素）から
構成された複合語が念頭におかれていたのであって、例えば｛吾｝という語に「 」を当てると
いうような、一つの語（形態素）に対して、個別に逐一文字化を行なったものとはやや性質の異
なる、特殊な文字化であると言えるだろう。

　（3）「然句/后」「而句/后」の地域性と展開
　戦国楚簡に「然句 /后」「而句 /后」という用例が見られる一方、戦国時代の秦、および秦・前
漢時代の出土文献のうち、いわゆる“オフィシャル文献”21 には、「然句 /后」「而句 /后」という
表記は見られない。そのため、「然句 /后」「而句 /后」による｛然後｝｛而後｝の表記は、戦国時代
の秦以外の東方地域の特徴であったと考えられる。すなわち、｛然後｝｛而後｝の文字化に関して、
西方の秦と、それ以外の東方地域という地域差ないし対立が存在したと考えられる22。なお、オ
フィシャル文献ではないが、睡虎地秦簡『日書』甲種42号簡に「而後」が見える23。ここでも

「後」が使われている。

　（11）陰，是謂乍陰乍陽，先辱而後有慶。24

　　　   ［“陰”の日は“乍陰乍陽”と呼ばれ、まずは辱められるが後に恩寵がある。］

　一方、前漢時代初期のオフィシャル文献以外の資料を見てみると、（12）（13）のように「然 

句 /后」「而句 /后」による｛然後｝｛而後｝の表記が見られる。これらは東方地域の用字法の名残で
あろう25。

21  戦国時代の秦および秦・前漢時代の簡牘（秦簡・漢簡）のうち、行政文書や法律の条文など、当時の標
準的な書記言語が用いられていると考えられる文献を指す（大西2006:147-149、大西2013:147注15等
参照）。なお、秦王朝の後に成立した漢は、秦の書記言語を基本的にはほぼそのまま継承したと考えら
れている（張世超・張玉春1990:29-30、周波2012:252-282参照）。

22 なお、李筱婷（2019:79）は「后」で｛後｝を表記するのは斉系文字の特徴であると推測している。
23 この用例については許文献氏（国立台北教育大学）にご教示いただいた。
24  釈文・解釈は武漢大學簡帛研究中心・湖北省博物館・湖北省文物考古研究所編、陳偉主編（2014:368・

374）参照。
25  大西（2010:42）、大西（2011:453）参照。なお、少数ながら一部の伝世文献にも「而后」という表記

が見られる（羅盛吉氏のご教示による。下記（a）（b）は十三經注疏整理委員會整理『儀礼注疏』『礼記
正義』（十三經注疏整理本、北京大學出版社、2000年）から引用、（a）は『礼記』郊特牲にも同様の一
文が見える）。

　　 （a）古者五十而后爵，何大夫冠禮之有。（『儀礼』士冠礼）
　　 （b）或問「死三日而后斂者」，何也。（『礼記』問喪）
  本稿では『儀礼』や『礼記』について詳細な文献学的考証を行う余地はないが、これらも戦国時代の東

方地域の用字法を留めたものと考えられるかもしれない。
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　（12） 故失道矣而后（後）德，失德而后（後）仁，失仁而后（後）義…（馬王堆帛書『老子』甲
本2-3）26

　　　   ［そのため道が失われてから徳が現れ、徳が失われてから仁が現れ。仁が失われてから義
が現れ…］

　（13）國安民和，然后（後）可以興兵而征暴。（銀雀山漢簡『晏子』557-558号簡）27

　　　  ［国が安定し民が調和して、初めて兵を興し暴虐なものを伐つことができる。］

　興味深いことに、漢代以降のこうした非オフィシャル文献には、（14）のように「后」が単独
で｛後｝を表す例が見られる。

　（14） 今子隨文武之業，長遂弑亂之道，以教后（後）世。（張家山漢簡（336號墓）『盜跖』25-26

号簡）28

　　　   ［今あなたは文王・武王の行いに従い、ずっと弑乱の道を改めず、それによって後世の者
を教えようとしている。］

　こうした用例は、本来単独では｛後｝を表記する機能を持たなかった「后」が、後に非オフィ
シャル文献に保存されていた「然句 /后」「而句 /后」という用字法の影響を受けつつ、「后」は｛後｝
を個別に表記しうる文字であると解釈され、単独で｛後｝を表す機能を有するようになったと考
えられる。すなわち、それまでは「然句 /后」「而句 /后」でのみ｛後｝を表記できていた「后」の、
表語機能の拡張ともいうべき現象が生じていたとみなすことができよう。

２．｛聞｝/｛問｝
　次に、楚簡における｛聞｝｛問｝の表記について検討する。
　日本語の“きく”が〈聴覚で音を感知する〉と〈尋ねる〉の両方の意味を表すように、上古中国語 

の｛聞｝と｛問｝も音・意味ともに密接な関係を持ち、それぞれの上古音は｛聞｝*wən、｛問｝*wəns

のように復元されている。
　戦国楚簡では「昏」を声符とする字によって｛聞｝と｛問｝が表記されるが、その中で「 29」
と「 」は異体字の関係で 30、多くの場合用法の区別はなく、「 」は｛聞｝と｛問｝を、また「 」
も｛聞｝と｛問｝を表しうる31。

26 釈文は裘錫圭主編；湖南博物院・復旦大學出土文獻與古文字研究中心編纂（2024:第肆冊3）参照。
27  釈文は銀雀山漢墓竹簡整理小組（1985:92）参照。なお、おそらくオフィシャル文献の用字の影響と

思われる、「而後」という表記も見られる（例えば“故鄰國患之，百姓親之，晏子沒而後衰。”（銀雀山
漢簡『晏子』566-567号簡））。漢代以降、先秦時代に由来する典籍など非オフィシャル文献の用字が、
日常的なオフィシャル文献の影響を受けることについては、大西（1989:43）・戸内（2020:34）・宮島

（2022b:56）参照。
28 釈文は荊州博物館編・彭浩主編（2022:上冊145）参照。
29 「䎽」のように文字の構成要素が左右反対になることもあるが、ここでは区別しない。
30  「 」の実際の字形は「 」（清華大學出土文獻研究與保護中心編・李學勤主編2017:上冊45）のように
 作るが、その上部の「尔」形は「 」「 」「 」（董蓮池2011:1590-1591）のような西周・春秋時代
 の「聞」字の上部の飾筆に由来する（季旭昇2014:842参照）。なお、「 （ ）」（安徽大學漢字發展與
 應用研究中心編、黃德寬・徐在國主編 2022：9）のように上部を「宀」に作る字形もあるが、これは
 「 」の省略体であると考えられ、ここでは区別せず「 」とする。
31 以下（15）－（18）は禤健聰（2017:335-336）の挙げる例からの引用。
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　（15）視之不足見，聽之不足　（聞），而不可既也。32（郭店楚簡『老子』丙組5号簡）
　　　  ［それを見ても見えず、聞いても聞こえないが、尽きることがない。］

　（16）吾　（聞）“為臣者必使君得志於己而有後請。”33（上博楚簡『姑成家父』5号簡）
　　　   ［私はこのように聞いています。“臣たるものは必ず君が自分から考えを得るようにさせ、

後に（君から意見を）請われるようになるのだ”と。］

　（17）紂　（聞） 之，乃出文王於夏臺之下而　（問） 焉。34（上博楚簡『容成氏』46-47号簡）
　　　   ［紂王はそのことを聞くと、文王を夏台の下から出し、彼に尋ねた。］

　（18）王　（問） 執事人，曰“信。抑公命我勿敢言”。35（清華簡『金縢』10-11号簡）
　　　   ［王が執事人に尋ねると、（執事人は）“本当です。周公が我々に、このことは言うなと命

じたのです”と言った。］

　すなわち、戦国時代の楚では｛聞｝と｛問｝は音声言語のレベルでは区別が存在した（発音が異
なっていた）けれども36、文字のレベルでは｛聞｝と｛問｝を区別していなかったと言える。これ
は中国古文字の歴史においては伝統的な用字習慣であり、戦国時代の楚系文字がこの伝統的な用
字を受け継いでいただけでなく、秦を除く他の地域でも同様であったと考えられる37。
　しかし、戦国楚簡において少数ではあるが、｛聞｝と｛問｝を区別しているかのような例が見ら
れる。例えば、（19）について季旭昇（2015:283-284）は下線部を“聞問”と解釈し、“聞問不至”
とは“便りがない”の意味であるという。

　（19）　（聞）　（問） 不至。（清華簡『筮法』13号簡）

　また、清華簡『趙簡子』という文献には以下のような一段があり、ここでは「 」が｛聞｝を、
「 」が｛問｝を表している38。

　（20） 趙簡子　（問） 於成剸曰“齊君失政，陳氏得之。敢　（問） 齊君失之奚由，陳氏得之奚由。”
成剸答曰“齊君失政，臣不得　（聞） 其所由。陳氏得之，臣亦不得　（聞） 其所由。抑昔之
得之與失之，皆有由也”。趙簡子曰“其所由體可　（聞） 也”。成剸答曰“昔吾先君獻公是
處。…”（清華簡『趙簡子』5-7号簡）

　　　   ［趙簡子は成剸に問うて言った。“斉の君が政治（の実権）を失い、陳氏がそれを得た。
斉の君がそれを失ったのは何により、陳氏がそれを得たのは何によるのか、お聞きした
い”と。成剸は答えて言った。“斉の君が政治（の実権）を失ったことについては、私は
その原因となったことを知ることは出来ません。陳氏がそれを得たことについても、私

32 釈文は武漢大学簡帛研究中心・荊州市博物館編著（2011:18）参照。
33 釈文・解釈は戸内俊介（2010）参照。
34 釈文は陳劍（2024:380）参照。 
35 釈文・翻訳は宮島（2014）参照。
36  宮内（2015:291）は“戰國時代の｛問｝と｛聞｝にも、のちの去聲と平聲につながる何らかの違いがあっ

た可能性が高いと思われる”と指摘する。
37 禤健聰（2017:336）参照。
38 釈文および翻訳は宮島（2018）による。
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はその原因となったことを知ることは出来ません。しかし昔の得ることと失うことには
みな原因が有ります”と。趙簡子は言った。“その原因となったもののおおよそは知るこ
とができるはずだ”と。成剸は答えて言った。“昔の、吾が先君である献公がそうでし
た。…”］

　この他、安大簡『仲尼曰』という文献にも以下のような一段があり、ここでは「 」が｛問｝を
表し、後文の「 」が｛聞｝を表している。

　（21） 康子使人　（問） 政於仲尼，曰：“丘未之　（聞） 也。”使者退。仲尼曰：“視之，君子，其
言小人也。孰政而可使人䎽（問）。”（安大簡『仲尼曰』9号簡）39

　　　   ［季康子がある人に政について仲尼に尋ねさせた。（仲尼が）言った。“私は政治について
聞いたことがない”と。使者が退出した。仲尼が言った。“彼（季康子）は（出で立ちは）
君子のように見えるが、その発言は小人のそれである。誰が政治について人を介して尋
ねようか（政治について人を介して尋ねることなどあってはならない）”と。］

　（21）末尾の“孰政而可使人䎽（問）”という一文では「䎽」が｛問｝を表しているが、その前 

段部分の、近接した｛聞｝｛問｝においては、｛聞｝｛問｝の両者を区別しようとしている様子が窺 

える40。
　以上の（19）（20）（21）からは、字と語の対応関係は一致してはいないものの（たとえば（20）
では「 」が｛問｝を、「 」が｛聞｝を表すが、（21）では逆に「 」が｛聞｝を、「 」が｛問｝を
表す）、時に文脈や発音上の違いを考慮した｛聞｝｛問｝の書き分けが行われたことが窺える。すな
わち、これは文脈や発音が文字表記のレベルに影響した用字法の一つであると考えられる。
　文字表記のレベルで明確に｛聞｝と｛問｝を区別するのは、現在見られる資料では戦国時代の秦
系文字がその最も早いもので 41、「聞」で｛聞｝を、「問」で｛問｝を表記する42。これは用字法上
の一種の改新（innovation）43 であり、かつ上述の通り｛聞｝と｛問｝を文字表記上区別しないとい 

う、当時の主流かつ伝統的な秦以外の東方地域の用字法との大きな差異を示すものでもある。し
かし上の（19）（20）（21）等の例は、秦系文字のように徹底されたものではなく、字と語の対応
関係も固定的ではないが、戦国時代の楚系文字においても｛聞｝｛問｝を文字表記上で区別する萌芽
のようなものが存在した可能性を示唆している。すなわち、文字表記のレベルで｛聞｝と｛問｝を 

区別するという発想自体は、戦国時代の秦系文字における“突然変異”ではなかった可能性が 

ある。

39 釈文および翻訳は戸内・野原・海老根・宮島・宮内（2025）による。
40 例（21）については海老根量介氏（学習院大学）のご教示による。
41 禤健聰（2017:336）等参照。
42 言うまでもなく、現在の中国語・日本語における用字法はこれに由来する。
43  なお、そもそも「門」を声符とする字によって｛聞｝｛問｝を表記するという用字法上の変化は、発音上の 

変化とも関連している。本来、｛昏｝と｛聞｝/｛問｝の発音は近似していた一方、｛門｝と｛聞｝/｛問｝は違い 

が大きかったため、戦国末期以前には「門」声の字によって｛聞｝｛問｝を表記する例は見られない。しか 

し、ある段階で発音上の変化が生じ、｛昏｝と｛聞｝/｛問｝の発音の違いが大きくなる一方で、｛門｝と｛聞｝/ 

｛問｝の発音が近似するようになったと考えられる（以上、Baxter & Sagart 2014:63、宮内2015:292-

293参照）。
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Ⅳ．おわりに

　以上、本稿では戦国～秦・漢時代における「句」「后」による｛後｝の表記、および戦国楚簡に
おける｛聞｝｛問｝の表記を例に、上古中国語における動態的かつ生々しい表語の姿を検討した。
本稿の議論をまとめれば、以下のようになる。
　まず、戦国楚簡には｛後｝を「句」「后」で表記する例が見られるが、それは｛然後｝｛而後｝の 

｛後｝を表記する場合に限られる。「然句 / 后」「而句 / 后」は戦国時代の東方地域で行われた、 

｛然後｝｛而後｝という単位を念頭においた文字化であって、単純に語（形態素）を逐一文字化し
たものではなかったと推察される。さらに漢代以降、それまで｛然後｝｛而後｝でのみ｛後｝を表記
できていた「后」は、単独で｛後｝を表記する機能を獲得していったと考えられる。
　次に楚簡における｛聞｝｛問｝の表記を検討すると、｛聞｝と｛問｝を文字表記上で区別している
と思しき例が存在する。これは秦系文字による｛聞｝｛問｝の文字表記上の明確な区別という漢字
史における改新以前に、それに繋がるような、音声言語の区別に応じた表記上の区別が、戦国時
代の楚地でも行われつつあった可能性を示唆するものであると考えられる。
　本稿で検討したのは 2 例に過ぎないが、いずれも文字と言語の密接な相互関係を示すもので
あった。今後も出土資料の用例を具に検討することにより、上古中国語における文字表記、すな
わち文字と言語の関係性の実態について、より詳細かつ高い確度で明らかにすることができるだ
ろう。これは中国古文字のみならず、ひいては漢字、さらには文字一般についての文字論的研究
に資するものであると思われる。
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アジア太平洋圏に先駆けた 
次世代電池開発へ向けた半固体電解質膜の開発

Development of semi-solid electrolyte membranes for  

next-generation battery ahead of the Asia-Paci昀椀c region

小沢 文智＊, 浅尾 恭佑＊, 齋藤 守弘＊
Fumisato Ozawa, Kyosuke Asao, and Morihiro Saito

Abstract

With the rapid spread of electric vehicles that do not use fossil fuels for 

suppression of global warming, all-solid-state batteries (ASSBs) have been 

studied as a next-generation battery to improve the cruising range and safety. 

In general, ASSBs use solid-state electrolyte such as polymer or inorganic 

electrolytes instead of organic electrolyte solutions, which prevent from 

electrolyte leakage and its degradation especially at high temperatures. 

Therefore, it is possible to simplify for the cell design and to increase the energy 

density. However, for the practical use relatively high interface resistance 

between electrode and solid-state electrolyte is one of the critical problems. 

Recently, addition of silica nanoparticles into ionic liquid was reported to improve 

昀氀exibility and mechanical strength. Also, this method can be applied to develop 
gas permeable membrane and semi solid electrolyte. In this study, we developed 

a Poly ionic liquid (PIL) DN ion-gel membrane using PIL, ionic liquid (IL) and 

silica nanoparticles to improve the ionic conductivity, Li+ transference number 

and the mechanical strength of gel electrolytes. The ion-gels are generally known 

as a highly safe electrolyte due to the 昀椀re resistance derived from the IL. The 
electrochemical properties were investigated by using SUS|SUS and Li|Li 

symmetric cells to elucidate the mechanism of ionic transport. Furthermore, we 

demonstrated the application of 昀氀exible Li metal batteries by conducting charge-
discharge tests using Li|LFP full cells.

＊ 成蹊大学理工学部　Faculty of Science and Engineering, Seikei University

Ⅰ．緒言

　ここ数年で、欧米や中国を中心に電気自動車は急速に普及し始めており、電気自動車元年と
された2010年には困難であった走行距離についても1回充電で500kmとガソリン自動車並みに
なってきている。日本においても、日産のリーフが世界に先駆けて電気自動車を販売し市場規模
も拡大していくと予想される。一方で、昨今のAIブームにも関連して自動車においても IoTの
一環であるコネクティット化や自動運転、アプリ対応等の波が押し寄せており、いわゆる電気自
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動車を用いたCASEの実現が世界的に押し進められている。そのような中、駆動力となる大型蓄
電池への期待は益々高まるばかりである。現状の蓄電池技術の課題として、更なる高エネルギー
密度化と低コスト化が挙げられ、これらの課題を解決した次世代電池の開発が求められている。
　全固体電池は、従来のリチウムイオン電池（LIB）に用いられている電解液の代わりに固体電
解質を適用した次世代電池である。全固体電池は従来のLIBと比較して電極材料に大きな変化を
伴わないが、パッキング時に構造をシンプルにすることができるためバッテリー重量を大幅な減
少が可能であり、エネルギー密度の向上に貢献できる。また、可燃性の有機電解液から無機固体
電解質に置き換えることによって熱的安定性が向上することが期待されている。こうした背景か
らより安定性の高い固体電解質への注目が集まっており、実用化に向けてアジア太平洋圏でも熾
烈な競争が起きている。全固体電池の分野において、日本は2000年から2016年までの累積特許
出願件数の内で全体の5割であり、世界的にみても優位な立場である。LIBを初めて実用化した
ものの近年では中国および韓国に市場のシェアを奪われている状況を変えるべく、この強みを活
かした全固体電池関連のプロジェクトが進められている。しかし、その容量は2~25mAh程度と
して IoTおよびウェアラブル端末向けの展開に限定されている。一方で、全固体電池に用いる固
体電解質には、低いイオン導電性や界面接触の悪さなどの問題があり、それらが実用化への大き
な課題となっている。
　これらの問題に対して提案されるのが半固体電池である。半固体電池は、固体電解質と液体電
解質の特性を組み合わせた新しい電池の種類である。イオンが移動することによって充放電する
原理は、リチウムイオン電池や全固体電池と変わらない。半固体電池は、正極と負極の間の電解
質にゲルや樹脂、粘土などの半固体状の物質を使用するため、高いイオン伝導性を持ちながら、
発熱を抑えられ発火リスクが小さく安全性を備えた電池である。さらに、既存の電池の生産ライ
ンを活用できるメリットや、製造工程を一部省略できることから製造コストの削減やCO2 排出量
の削減にもつながる。半固体電池は材料や構成の自由度が高い電池であるが、「ゲルポリマー型」

「クレイ型」「液添加型」の3つのタイプに大別できる。ゲルポリマー型は、通常PMMAなどを
骨格に有機溶媒と塩を添加したゲルポリマー電解質（GPE）を使用することで形状の自由度が高
い柔軟な電池であり、曲げ耐性や高速充電が得意で、カード型やウェアラブルデバイスに適して
おり、現在スマートフォン等のモバイル機器のバッテリーに広く使用されている。クレイ型は、
電解液を粘土状の材料に練り込んで電極としている電池であり、液漏れや発火のリスクが低く、
長寿命である。京セラが世界で初めてクレイ型のリチウムイオン蓄電池の開発に成功している。
液添加型は、活物質に少量の電解液を浸み込ませたものであり、熱安定性が高く、高温環境で
も使用可能である。IoTや産業機器、自動車の内装などに適しており、日本ガイシが車載用途と
して内装やタイヤセンサーでの使用を想定して開発した、リチウムイオン二次電池「EnerCera」

（エナセラ）のコイン型もこのタイプである。
　近年、これらの中でもポリイオン液体（PIL）を骨格とし、イオン液体（IL）を溶媒とする
PILイオンゲル電解質は、IL由来の不燃性に加えてPILとの相互作用による高い導電率を持つ 

ため、次世代電池への応用が期待されている。しかし、課題として機械的強度の低さによって 

Liデンドライトの抑制効果が低く電池寿命が短いことが挙げられる。
　この問題を解決するために、本研究では、シリカナノ粒子をゲル中に分散させたPIL骨格と
Silicaネットワークから構成されるダブルネットワーク（DN）PILイオンゲル電解質を合成し、
それを用いたLi金属半固体電池（LMB）の性能評価を行った。ゲルを構成するイミダゾリウム
系 ILにシリカナノ粒子を分散させて、光重合によって柔軟な電解質膜を調製した。ゲル中に添
加されたシリカナノ粒子はPILイミダゾールカチオンと水素結合を形成することでその強度を上
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昇させる。調製したDN-PILゲルは高いイオン導電性（1.3×10
-3mS/cm,30℃）と高いLiイオン

輸率（0.39）を持つとともに、優れた熱安定性、不燃性、およびLiデンドライト抑制効果を示し
た。さらに、LiFePO4|DN PIL gel|Liで構成されるLi金属電池セルは、放電容量170mAh/g、
50サイクルの容量保持率が95%という良好なサイクル性能を示した。

Ⅱ．実験方法

材料
　イオンゲルの材料であるEthyl-3-vinylimidazolium Bis（trifluoromethanesulfonyl）imide

（[Evim][Tf2N],Buthyl-3-methylimidazolium bis（trifluoromethanesulfonyl）imide（[Bmim]

[TFSI]），酢酸エチル（Ethyl acetate）をFUJIFILM Wako Pure Chemical Corporationより
購入した。1,4-Bis（3-vinylimidazolium-1-yl）butane bis（trifluoromethanesulfonyl）imide

（[（VIM）2C4][Tf2N]2）をTokyo Chemical Industryより、Hydroxy-4ʼ-（2-hydroxyethoxy）-2- 

methylpropiophenone（Irgacure2959）をCiba Specialty Chemicalsより、silica nanoparticles

（AEROSIL®200）をNIPPON AEROSIL CO., LTD.よりそれぞれ購入した。また、その他の電池 

材料として用いるLithium Bis（tri昀氀uoromethanesulfonyl）imide（LiTFSI）（純度99.9%,200ppm 

H2O）をKISHIDA CHEMICAL Co.,Ltd.より、Tetraethyleneglycol Di Methyl ether（G4）を
NIPPON NYUKAZAI CO., LTDより、Lithium metal（Li,0.5mm厚 ,純度>99.8%）をHonjo 

Metal Co., Ltd.より、LiFePO4 塗工電極（LFP,1.5mAh/cm2）をHohsen Corp.よりそれぞれ購入
した。

DNイオンゲルの合成
　25mLのコニカルチューブに、イオン液体（[Bmim][TFSI]）と酢酸エチル1.9mLを加え混合
した。その後、シリカナノ粒子（粒子径12nm）を所定量加え、Vortex mixerにて混合し、さら
に超音波処理を20min行うことでより均一な混合溶液を調製した。調整した混合溶液にイオン
液体モノマー（[Evim][TFSI]）と架橋剤（[（VIM）2C4] [TFSI]2）を加え、混合した。さらに、光
重合開始剤（Irgacure2959）を0.0016g量り取り、酢酸エチル0.1mLに溶解させ、イオン液体混
合液に加えた。Vortex mixerで混合後、10min攪拌し、ゲル前駆体溶液を調製した。ゲル前駆
体溶液をモールドに流し込み、365nmの紫外光（1820μW/cm2）を16hr照射しゲル化した。ゲ
ルをフッ素樹脂フィルムに移し、減圧乾燥機で40℃,3hr予備乾燥した後、80℃,24r真空乾燥し、

Table 1.  シリカナノ粒子 /PILs DN イオンゲルの調製に用いた試薬の量
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ゲル薄膜を合成した。LiTFSI塩をアルゴン雰囲気下グローブボックス内でG4溶媒に溶解させ、
1.0M LiTFSI/G4電解液を調製した。その後、合成したゲルは薄膜を1.0M LiTFSI/G4に24hr浸
漬させ、DN-PILイオンゲル電解質膜を得た。

電気化学測定手法
　Li溶解析出試験を行うため、各種電気化学測定を行った。全ての電気化学測定は記載がない限
り、恒温槽を用いて温度30℃に設定して行った。

i ）セル作製
　Li溶解析出試験、充放電試験を行うためセルを作製した。Fig.1にセルの構成を示す。電解質
には、1.0M LiTFSI/G4電解液または各種ゲル電解質膜をそれぞれ用いた。セル作製はArに充填
されたグローブボックス内で行った。溶解析出試験では、厚さ0.5mmのLi金属負極を16mmΦ
に打ち抜き、セル下部内に置き、PIL DN ion-gelの場合、16mmΦに打ち抜いたPIL DN ion gel

をLi金属負極の上に重ね、その後、ガスケットをはめ込み、16mmΦに打ち抜いたLi金属また
はLFP塗工電極を正極としてガスケット内に乗せた。電解液の場合、Li 金属負極の上に電解液
を40μL滴下した上に20mmΦに打ち抜いたセパレータ（DOUBLE SCOPE社製）を重ね、その
上に電解液を40μL滴下した。その後、ガスケットをはめ込み、16mmΦに打ち抜いたLi金属ま
たはLFP塗工電極を正極としてガスケット内に乗せた。

ii ）インピーダンス分光法（EIS）およびクロノアンペロメトリー
　交流インピーダンス試験、クロノアンペロメトリーはSB1800全固体セル（EC-frontier）を用
いて測定を行った。測定装置は、Biologic社製ポテンショ/ガルバノスタットVSPを用いた。
　イオン導電率は交流インピーダンス法を用いて2枚のステンレス製電極に挟んで振幅50mV,周
波数範囲1MHz-100mHzで行った。温度は30℃~90℃まで変化させた。イオン導電率は式（1）
に従って導出した。

Fig. 1.  試験用 Li|Li 対称セルの構造　（a）1.0 M LiTFSI/G4, （b）ion gel
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
　　　　　　　　　　　　　　　
ここでdは電極間距離、Rは電解質抵抗、Sは電極面積である。アレニウス式に基づく活性化エ
ネルギー（Ea）は式（2）によって求めた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
　　　　　　　　　　　　　　　
ここでσは電解質のイオン導電率、Aは周波数係数、Rはモル気体定数、Tは絶対温度（K）で 

ある。
　電解液のLiイオン輸率はクロノアンペロメトリー試験（ステップ電位10mV）、初期と定常状
態での交流インピーダンス分光法の結果から式（3）を使用して求めた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
　　　　　　　　　　　　　　　
ここで Iは測定開始直後の電流値、I’は定常電流である。
ゲル電解質のLiイオン輸率は式（4）で求めた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）

　　　　　　　　　　　　　　　
ここでRLi は測定前の電解質リチウム界面の電荷移動抵抗、R’Li は測定後のLi電解質界面の電荷
移動抵抗である。

iii）Li｜DN-PIL gel｜LFP フルセル
　LMBフルセル充放電試験はSB2A電池評価用2極セルを用いて測定を行った。測定機器は北
斗電工社製充放電試験装置を用いた。充放電試験は Li|電解質|LFP セルを作製し、電圧範囲
2.5–4.0V,30℃,0.1C（1C=0.5mAh/cm2）で定電流・定電圧充放電試験を行った。

Ⅲ．結果と考察

　交流インピーダンス試験より得られた、各電解質の内規ストプロットをFig. 2に示す。この結
果から抵抗値Rを読み取り、式（1）を用いてイオン導電率σを算出したところ、LiTFSI/G4電解
液では3.2mS/cm、PMMA gelでは0.28mS/cm、SN-PIL gelでは1.6mS/cm、DN-PIL gelでは
1.8mS/cmとなった。PMMAと比べてPILをゲル骨格に使用することでイオン導電性の向上を 

確認することができた。これはPIL由来の高い導電率を示すとともに、ILを投入することによっ
てPILの極性部分の結晶性を下げアモルファス層を増加させたことにも関連していると考えられ
る。また、SN-PIL gelとDN-PIL gelの比較からシリカナノ粒子を混合することによって導電率
が低下しないことが示された。それぞれのゲルのLiTFSI/G4電解液の含有率は58wt%、64wt%

であったため、電解液の量によって導電率が上昇しているわけではないことが分かった。また、
電解質内のイオン数が減っているにも関わらず、導電率はほぼ横ばいであり、シリカナノ粒子の
投入が相対的に導電率を上昇させる効果があることが判明した。これはシリカナノ粒子ネット
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ワークがイオン輸送を増強する一因となっ
ているからだと考える。

　次に、複数温度下でインピーダンス測定
し、導電率を算出しアレニウスプロットを作 

成した（Fig. 3）。得られたアレニウスプロッ
トから、式（2）を用いて活性化エネルギー
Ea を算出したところ、LiTFSI/G4電解液で
は 2.2kJ/mol、PMMA gel では 11kJ/mol、
SN-PIL gelでは8.1kJ/mol、DN-PIL gelで
は 7.8kJ/mol となった。導電率から算出さ
れた活性化エネルギーはバルク中でイオン
が移動する際に必要なエネルギーを表して
おり、これが小さいほうが理想的である。
LiTFSI/G4 電解液ではキャリアイオンであ
るLi+ が輸送することによって低い活性化エ
ネルギーを持つ。PMMA と SN を比較する
ことによって PIL の効果によってどれだけ
イオン輸送がスムーズになったかがわかる。
これは PIL でのホッピング輸送によるもの
と考えられる。また、DN化することによっ
て活性化エネルギーが低下することが分か
る。さらに、クロノアンペロメトリーを実施 

し、初期および定常状態の EIS を行い、そ
れぞれ溶液抵抗（Rsol）、電荷移動抵抗（Rct）
を、式（1）を用いてフィッティングすること 

で算出した後、式（3）または式（4）を用い
てLi+ 輸率（tLi+）を求めた。得られた tLi+ は、
LiTFSI/G4電解液では0.43、PMMA gelで
は0.16、SN-PIL gelでは0.32、DN-PIL gel

では0.39となった。LiTFSI/G4電解液が最
も高い値を示しているが、これは各ゲル電
解質がイオン液体を含んでいるため、Li 以
外のイオンの数が多いことで Li の輸率が相
対的に低下することによるものだと考えら
れる。PMMA gelとSN-PIL gelの比較から、
PIL 上のカチオンがアニオンをトラップす
ることによって相対的に Li イオンが優先し
て移動したのではないかと考えられる。ま
た、シリカナノ粒子を混合しDN化することでLiイオンの移動が優位になることが分かる。その
原因はDN-PIL gel中でクラスター化したシリカナノ粒子表面のシラノール基が ILのカチオンの
イミダゾール部分の -CH基をクーロン力よってトラップすることによって、シリカナノ粒子凝集

Fig. 2.  各電解質膜のナイキストプロット
　　　　　 (a) LiTFSI/G4, (b) PMMA gel,

　　　　　 (c) SN-PIL gel, (d) DN-PIL gel

Fig. 3.  各電解質膜のアレニウスプロット
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体表面にカチオンと相互作用するTFSIアニオンの輸送経路が確立し、更にTFSIアニオンに配
位するLiイオンの輸送経路も同時に確立されたからでないかと考察する。この場合、ILのカチ
オンがトラップされて動きにくくなるため相対的にLiイオン輸率は上昇する。このように新た
な輸送経路が発生したことによってDN ion-gelはSN ion-gelよりも電気化学的特性が上昇した
と考えられる。

　PIL gel電解質とLi金属との安定性を
確認するためにLi|Li対称セルで溶解析
出試験を行った。その結果をFig. 4に示
す。SN-PIL gelでは、1000hrを超える
と徐々に過電圧が大きくなっているのに
対し、DN-PIL gelでは、1500hr以上に
わたって安定な過電圧を維持した。これ
は、DN 化によってイオン輸率が向上し
たことと、機械的強度が上昇したことに
起因すると考える。また、溶解析出後の
Li金属電極表面のSEM像およびEDS像
をFig. 5に示す。LiTFSI/G4電解液では
電極表面に不均一に堆積物があり、リチ
ウムデンドライトが生成すると報告され
ているが、PIL gel を用いることでそれ
が抑制されていると考えられる。しかし、 
SN-PIL gel では、電解液の過剰な分解
が一部起こっており、電極表面にポリ
マー成分が形成されていることが確認で
きた。一方、DN-PIL gelではLi金属表
面に目立った堆積物はなく、これはゲル
|電極界面で均一なLiの溶解析出が行わ
れ、Liデンドライトの生成および電解液
成分の分解が抑制されたことが示唆され
た。一般に、ゲル電解質はその機械的強
度と高い Li イオン輸率から Li デンドラ
イトを抑制できるとされているが、機械的強度が不十分である場合はリチウムデンドライトの生
成を完全に抑制することができないという報告もある。本研究で開発したDN-PIL gelがLiデン
ドライトの生成を十分に抑制できており、それは以下の理由からだと考える。1つは、ゲル電解
質がセパレーターと比べて均一にLi金属表面にLiイオンを輸送することが可能である点である。
セパレーターでは不均一な細孔によってLiイオンが輸送される部分が偏りLiが不均一に堆積す
るが、ゲル電解質にはそのような不均一な細孔が存在しないため均一にLi を溶解析出できる。
もう1つは、生成するLiデンドライトと接触するゲル中のポリマー成分がLiデンドライトに局
所的な応力をもたらし、それによってLiデンドライトの成長が阻害されて均一な表面が形成さ
れる。特に、DN化することによってSN-PIL gelに比べて4倍の機械的強度を有するため、十分
に応力緩和できていると考えられる。

Fig. 4.  Li|PIL gel|Li対称セルを用いた分極曲線

　 Fig. 5.   Li溶解析出試験後のLi金属電極のSEM 

およびEDSマッピング 

(a, c) SN-PIL gel,  (b, d) DN-PIL gel
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　最後に、Li|LFPフルセルを用いてLi

金属電池としての性能評価を行った。得
られた充放電曲線を Fig. 6 に示す。PIL

ゲルは優れた界面密着性を有しており、
LFP正極への十分なLiイオン脱挿入反応 

を可能とした。どちらのセルにおいても 

2.5-4.0V までの電圧範囲において 0.1C, 

30℃, で 170mAh/g の高エネルギー効率
な初期容量を示し、10サイクル程度まで
は98％の容量保持という安定したサイク
ル性能を実現した。しかし、SN-PIL gel

を用いたセルにおいては、15サイクル以
降急激な容量低下を起こし、50サイクル
時の容量保持率は40％まで下がった。一
方、DN-PIL gelを用いたセルでは、容量 

低下はほとんど起こらず、50サイクル時
の容量保持率も 93% と高い値を示した。
以上の結果から、DN-PIL gelはLi金属
電池の電解質として有用であることが示
唆された。これはPIL gel電解質膜にシ
リカナノ粒子を複合させた場合、シリカ
ナノ粒子が PIL および IL のアニオンと
水素結合を起こすことによりバルク中で
起こるイオンの輸送挙動が変化すること
に起因しており、その結果 DN-PIL gel

のLiイオン輸率が向上したからだと考え
る。また、DN 化することによる機械的
強度の向上が、Li負極表面でのデンドラ
イト生成を物理的に抑制していることも
その一因であると考えられる。

Ⅳ．結言

　PILを骨格とするゲル電解質に対してシリカナノ粒子を複合させることによって、強度を上昇
させたゲルを作製した。作製されたゲルはPILネットワークとシリカナノ粒子凝集体ネットワー
クのダブルネットワーク構造であり、ナノ粒子表面での水素結合によって強度を上昇させるとと
もに、選択的に ILカチオンをとらえることでLiイオン導電性が向上することが確認された。本
研究で開発したDN-PIL gelを電解質として使用した、Li|DN-PIL gel|LFPセルは、30℃,0.1C

で170mAh/gの理論通りの放電容量を示し、50サイクルで93%の優れた容量保持率を持つこと
がわかった。本研究は、イミダゾール系 ILを用いたゲル電解質に対して水素結合性を持つシリ
カナノ粒子を添加する簡便な方法で、機械的強度とLiイオン電池用電解質としての性能を同時

　　Fig. 6.   Li|PIL-gel|LFP セルの充放電曲線 

(a) SN-PIL gel,  (b) DN-PIL gel

Fig. 7.  Li|PIL-gel|LFP セルのサイクル特性
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に向上させることに成功した。今後の展開として、使用する ILや複合するナノ材料について調
査・検討し、より高性能なPIL gel電解質膜の設計を目指し研究を推進していく。

利益相反について

　本論文に関して、開示すべき利益相反関連事項はない。
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